
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 
川崎市総合教育センター 

カリキュラムセンター 

新学習指導要領に基づく授業改善の手立て 
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使用にあたり・・・ 

○本冊子は新学習指導要領に基づく授業改善に向けて、先生方の疑問や悩み、授業における課題等を基

に作成しました。そのため「考え方」にポイントを置いています。新学習指導要領の詳細な内容等に

つきましては、新学習指導要領や新学習指導要領解説等をご覧ください。また授業実践における具体

的な事例等につきましては毎年発行している「事例集」等をご覧ください。 

○本冊子では各教科等の詳しい説明については掲載せずに、共通している考え方を示しています。その

ため、教科等によっては用語の説明等で補足が必要であったり、用語の解釈で異なる部分もあったり

します。各教科等の詳しい内容につきましては「事例集」等を参考にしてください。 

○今回の研究、冊子作りに当たっては、拡大要請訪問等を通じて「調査・基礎研究教員アンケート」を

実施し、その回答を基に進めてまいりました。本冊子中の「教員アンケート」はこのアンケートを指

します。 

○「ねらい」「目標」等の用語につきましては、授業等を通じて児童生徒が実現するために「教師がね

らうもの」を「ねらい」とし、以下のように使用しています。 

 「単元（題材）のねらい」・・・単元（題材）目標   「本時のねらい」・・・本時目標 

また１つの資料、実験、見学、体験、活動、発問・・・、といった１つの○○にも「ねらい」があります。 

各教科等によって用語の使い方は異なりますので、詳細は各教科等の使用の仕方に従ってください。 

○本冊子中の「答申」は、平成２８年１２月に示された中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高

等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」を指します。 

○本冊子中の「ＣＳ」は、‛The Courses of Study’を略したもので「学習指導要領」を指します。また、

学習指導要領の引用の際の「児童（生徒）」は「小学校は児童、中学校は生徒という記載」というこ

とを表します。 

○本文中に下線を引いているところは特に着目してほしいところです。 

○本冊子には「若手先生」「ベテラン先生」が登場します。それぞれの言葉にもぜひ着目してください。 

若手先生 ベテラン先生 

平成２９年３月に小中学校の新学習指導要領が示されました。これを受け、カリキュラムセンタ

ーでは、平成２９年度の調査・基礎研究として「新学習指導要領に基づく授業改善の手立て」について

研究を進めてまいりました。拡大要請訪問等や調査・基礎研究教員アンケート等を通して、先生方の思

いや声を大切にした研究を行い、その成果として本冊子を作成しました。「新学習指導要領の概要」

「川崎の子どもたちの現状」「自身の授業改善」「授業アドバイスにおける手立て」「各教科等のポイ

ント」等についてまとめてあります。ぜひ、手元に置いていただき、日々の授業改善や指導案検討、

校内研究や校内研修等にご活用いただければ幸いに存じます。 

平成 30 年３月 

川崎市総合教育センター 

カリキュラムセンター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-１- 

Ⅰ 新小中学校学習指導要領のポイント        

１ 「資質・能力」と「社会に開かれた教育課程」  ２ 

２ 育成を目指す資質・能力の「三つの柱」     ２ 

３ 「カリキュラム・マネジメント」と       

「主体的・対話的で深い学び」  ３ 

４ 「何ができるようになるか」          ４ 

５ 「何を学ぶか」                ５ 

６ 「どのように学ぶか」             ６ 

７ 「どのように支援するか」「実施するために何が必要か」   ７ 

 

Ⅱ これからの川崎の取組に向けて 

１ かわさき教育プラン              ８ 

２ 子どもたちの姿から              ８ 

３ 各学校の実態に応じた教育課程編成に向けて  １０ 

４ ○○学校 教育プラン（全体計画）例      １１ 

 

Ⅲ 新学習指導要領に基づく授業改善の手立て    

１ 「授業改善の手立て」の研究         １２ 

２ 授業改善に向けて ＝授業者として＝     １３ 

（１）「Ｐ」：「ねらい」の実現のために ①     １４ 

（２）「Ｐ」：「ねらい」の実現のために ②     １５ 

（３）「Ｐ」：「ねらい」の実現のために ③     １６ 

（４）「Ｄ」：目の前の子どもとともに       １７ 

（５）「Ｃ」：子どもを見取る 授業を振り返る   １８ 

（６）「Ａ」：次の授業の改善に向けて       １９ 

３ 授業改善に向けて＝授業についてアドバイスする側として＝ ２０ 

（１）信頼関係をベースにした雰囲気づくり    ２２ 

（２）新学習指導要領に基づく具体的なアドバイス ２４ 

（３）授業者自ら「次への改善策」を考える場の設定 ２６ 

 

Ⅳ 各教科等における授業改善の手立て 

１ 各教科等の「３つのポイント」        ２８ 

２ 指導案から考える授業改善          ３４ 

３ 授業研究から考える授業改善         ３５ 

４ 授業改善に向けてまずは一人一人が      ３６ 

 

もくじ 
こちらに示した「気になるところ」「悩み」

の部分から読んでいくこともおすすめです。 

○新学習指導要領の 

全体像を知りたい・・・ｐ.２ 

 

 

○「主体的・対話的で深い学び」は 

どう考えれば？ ・・・ｐ.３、６、１６ 

 

 

○なぜ「育成を目指す資質・能力」は 

「三つの柱」なの？    ・・・ｐ.４ 

 

 

○教育課程編成について知りたい 

・・・ｐ.４、５、１０、１１ 

 

 

○川崎の子どもたちの実態について 

知りたい        ・・・ｐ.８ 

 

 

○「ねらいが大切」とよく聞くけど・・・ 

・・・ｐ.１４ 

 

 

○「単元などのまとまりで授業を考える」

というのはどういうこと？・・・ｐ.１６ 

 

 

○「話合い活動」がうまくいかない・・・ 

・・・ｐ.１８ 

 

 

○経験の浅い先生に授業のアドバイスを 

するのって難しい     ・・・ｐ.２０ 

 

 

○授業改善における各教科等のポイントを

知りたい          ・・・ｐ.２８ 

 

 

○指導案を見る時はどこを押さえると 

よいかな        ・・・ｐ.３４ 



 

 

平成 29 年 3 月に告示されました新学習指導要領には「前文」（右

欄）があります。今回の改訂のポイントがまとめられていますので、

まずは前文を読み、新学習指導要領の概要を把握することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図に整理すると、子どもたちがよりよい社会を創り、その中を生きて

いくために、学校は、学校教育を学校内に閉じずに「資質・能力の育成

を目指して社会に開かれた教育課程を編成する」ということが明らかに

なります（図の外枠は「社会」、その中の太枠は「学校」です。太枠は

学校内で閉じずに、社会に開いています。）。これが今回の改訂の基本的

な考え方になります。激しく変化していく社会の中で生きていくため

に、子どもたちにとって必要な力は、社会の変化に対応できるものでな

ければなりません。学校が行う教育課程の編成も同様です。 

 

 

 

新学習指導要領では「生きる力」を具体化し「育成を目指す資質・能

力の三つの柱」として整理しています。そして、この育成を目指す資質・

能力を「何ができるようになるか」と示し、「指導のねらい」として設

定することが求められています。この「育成を目指す資質・能力」を社

会と共有し連携して実

現を図るにはどのよう

にすべきでしょうか。 

そして「何ができる

ようになるか」という

視点で指導のねらいを

考えた場合、子どもた

ちは何を、どのように

学 べ ば よ い で し ょ う

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 新小中学校学習指導要領のポイント 

１ 「資質・能力」と「社会に開かれた教育課程」 これからの時代に求められる教育

を実現していくためには，よりよ

い学校教育を通してよりよい社会

を創るという理念を学校と社会と

が共有し，それぞれの学校におい

て，必要な学習内容をどのように

学び，どのような資質・能力を身

に付けられるようにするのかを教

育課程において明確にしながら，

社会との連携及び協働によりその

実現を図っていくという，社会に

開かれた教育課程の実現が重要と

なる。 

新小学校学習指導要領前文の一部 

（中学校も同文） 

 

 

 

 

 

よりよい社会を創り生きていく 理
念
の
共
有 

連
携
・
協
働 

社会 

学校 

社会に開かれた教育課程 

資質・能力 

２ 育成を目指す資質・能力の「三つの柱」 

-２- 

「三つの柱」 

 学びに向かう力・人間性等 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 

「育成を目指す資質・能力」 

 

「何ができるようになるか」 

 

資質・能力の三つの柱と道徳科と

の関係については、道徳科の学習

活動に着目した捉え方として「よ

りよく生きるための基盤となる道

徳性を養うため、道徳的価値につ

いての理解を基にして、自己を見

つめ、物事を（広い視野から）多面

的・多角的に考え、自己の（人間と

しての）生き方についての考えを

深める」の中から、「知識・技能」

については、「道徳的価値について

の理解を基にして」の部分を、「思

考力・判断力・表現力等」について

は、「物事を（広い視野から）多面

的・多角的に考え、自己の（人間と

しての）生き方についての考えを

深める」の部分を、「学びに向かう

力、人間性等」については、「より

よく生きるための基盤」「自己を見

つめ」「自己の（人間としての）生

き方についての考えを深める」の

部分というように、資質・能力の三

つの柱に分節することはできない

ものの、それぞれの部分を重視す

るといった整理が考えられるとの

議論が道徳教育に係る評価等の在

り方に関する専門家会議において

なされた。 

「『特別の教科 道徳」の指導方

法・評価等について』（報告） 

３．道徳教育の質的転換」を編集 

 



新学習指導要領（右欄）では、育成を目指す資質・能力を各学校の教

育目標等で明確にして地域等と共有することが示されています。そし

てその教育目標等の実現に向けて、教科横断的に教育内容（「何を学ぶ

か」）を編成し、実施、評価、改善することを通して教育活動の質の向

上を図ること（カリキュラム・マネジメント）が重要であると示されて

います。このように編成された教育課程において、資質・能力の育成の

ために示された授業改善の視点が「主体的・対話的で深い学び」です。

「主体的・対話的で深い学び」（「どのように学ぶか」）は「資質・能力

の育成」のために行う、という点が重要です。これらを踏まえ、先ほど

の図を詳しく表すと下図に整理できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでをまとめると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「カリキュラム・マネジメント」と「主体的・対話的で深い学び」 

教育課程の編成に当たっては，学

校教育全体や各教科等における指

導を通して育成を目指す資質・能

力を踏まえつつ，各学校の教育目

標を明確にするとともに，教育課

程の編成についての基本的な方針

が家庭や地域とも共有されるよう

努めるものとする。    

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第３章（中学校も同文） 

各学校においては，児童（生徒）

や学校，地域の実態を適切に把握

し，教育の目的や目標の実現に必

要な教育の内容等を教科等横断的

な視点で組み立てていくこと，教

育課程の実施状況を評価してその

改善を図っていくこと，（略）な

どを通して（略）各学校の教育活

動の質の向上を図っていくこと

（以下「カリキュラム・マネジメ

ント」という。）に努めるものと

する。  

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第３章（中学校も同文） 

（※）下記「第１の３の(1)から(3)

までに示すこと」は「三つの柱」

を指します。 

第１の３の(1)から(3)までに示すこ

とが偏りなく実現されるよう，単

元や題材など内容や時間のまとま

りを見通しながら，児童（生徒）

の主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善を行うこと。 

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第３章（中学校も同文） 

 

学校教育目標等で「育成を目指す資質・能力」を明らかにして、社

会と連携・協働してその実現を目指す「社会に開かれた教育課程」

を教科横断的な視点で編成する。その上で「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善を行いながら、教育課程を実施し、

評価し、改善を行う「カリキュラム・マネジメント」に努めること

で教育活動の質の向上を図りつつ、資質・能力の育成を目指す。 

-３- 

 よりよい社会を創り生きていく 

理念の共有 連携・協働 

社会に開かれた教育課程 

 

 

 

 

 

 育成を目指す資質・能力の「三つの柱」 

「何ができるようになるか」 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

 

 

各教科等に 

おいて育む 

資質・能力 

社会 

行事等 

学校教育目標等 

・・・ 

教育課程を教科等横断的に編成し、実施、評価、改善することで 

教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメント 学校 

 

 

各教科等に 

おいて育む 

資質・能力 

 

 

各教科等に 

おいて育む 

資質・能力 

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 

学習の基盤となる資質・能力 

変化する社会に対応し、その中を生きていく「資質・能力」を、

学校と社会が連携して育てていく必要がありますね。 

全く新しいものを作り出す、と考えるのではなく、これまでの取組

を「整理」して、教職員や保護者、地域と「共有」するというイメ

ージが大切ですね。これまでの「○○教育全体計画」等の関連を、

「学校教育目標等」の実現に向けて「整理」することが必要です。 



学校教育目標の設定に際しては右欄（１）～（６）を踏まえるよう示

されています。「各学校で育成を目指す資質・能力」を学校教育目標等で

明らかにし、社会と共有することが求められます。学校教育目標そのも

のを、今回のＣＳ改訂を契機に変更することについて難しい場合は、学

校教育目標にプラスして、あるいは学校教育目標に連なる形で、または

重点教育目標や中期経営目標等として「○○学校が育成を目指す資質・

能力」を「三つの柱」に沿って定めることも考えられます。 

自校の学校教育目標はどのような形式でしょうか。例えば「知・徳・

体」等で分けている場合、それらを基に、近年の重点教育目標や、中期

経営目標、地域の実態等に応じて、育成を目指す資質・能力を設定しま

す。右欄（３）にあるように、学校として育成を目指す資質・能力を明

確にすることが必要ですので、ここで設定した「資質・能力」は学校の

全ての教育活動を通して育成を目指すことになります。いわば、上に示

した図全体を「学校教育目標」と捉え、家庭や地域等と共有し、連携し

て育成を目指していくことになります。 

また、今回の改訂で「育成を目指す資質・能力」は「三つの柱」とし

て示されています。「三つ」になっている理由につきましては「答申」に

示されています（右欄）。各教科等の指導を通して、学校教育目標等で示

す「育成を目指す資質・能力」を確実に捉えられるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「何ができるようになるか」 

(1)法律及び学習指導要領に定めら

れた目的や目標を前提とする

ものであること。 

(2)教育委員会の規則，方針等に従

っていること。 

(3)学校として育成を目指す資質・

能力が明確であること。 

(4)学校や地域の実態等に即したも

のであること。 

(5)教育的価値が高く，継続的な実

践が可能なものであること。 

(6)評価が可能な具体性を有するこ

と。     

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第３章（中学校も同文） 

Ａ学校 学校教育目標 

１．□□する人  ２．△△する人  ３．◇◇する人 

Ａ学校が育成を目指す資質・能力 

○（知識・技能） 

○（思考力・判断力・表現力等）    三つの柱に沿って表現 

○（学びに向かう力・人間性等） 

「答申」ではこの「三つの柱」が 

・各教科等において育む資質・能力 

・学習の基盤として育まれ活用され

る資質・能力 

・現代的な諸課題に対応して求めら

れる資質・能力 

といったあらゆる資質・能力に共通

する要素であると示しています。こ

のことから、「生きる力」を「三つ

の柱」で示すとともに、各教科等の

目標もこの「三つの柱」で整理され

ています（道徳科についてはp.2を参

照）。また、各教科等の学年目標や

単元や題材のまとまりも同様に「三

つの柱」に沿って示されています。 

 

各単元等 

各教科等 

学校教育目標等 

思考力・判断力・表現力等 

学びに向かう力・人間性等 

知識・技能 

学びに向かう力・人間性等 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 

思考力・判断力・表現力等 

学びに向かう力・人間性等 

知識・技能 

-４- 

児童（生徒）に「生きる力」を育

むことを目指して教育活動の充実

を図るに当たっては，学校教育全

体及び各教科等の指導を通してど

のような資質・能力の育成を目指

すのかを，資質・能力の三つの柱

を踏まえながら明確にすることが

求められる。 

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第３章（中学校も同文） 



 今回の改訂では、小学校３・４年生に「外国語活動」、５・６年生に「外

国語科」が新設されました。また、「特別の教科 道徳」も小学校で平成

30 年度、中学校で平成 31 年度から始まります。そして、資質・能力の

育成にはこれら「各教科等で育成を目指す資質・能力」だけでなく、教

科横断的に教育課程を編成して、各学校や地域の実態に応じて「学習の

基盤となる資質・能力」と「現代的な諸課題に対応して求められる資質・

能力」の育成も求められています。 

 学校教育目標等で示した「育成を目指す資質・能力」の実現に向けて、

教科等横断的な視点に立ち、各教科等の学習や行事、異校種間の接続、

地域や社会との関わり等、学校の教育活動全体を見据えて、全教職員の

協力の下に教育課程を編成する必要があります。編成の手順の例は新小

学校学習指導要領解説総則編（中学校も同じ）に掲載されています。そ

の中でもポイントとなる部分について示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 「何を学ぶか」 

変化の激しい社会の中で，主体的

に学んで必要な情報を判断し，よ

りよい人生や社会の在り方を考え，

多様な人々と協働しながら問題を

発見し解決していくために必要な

力を，児童（生徒）一人一人に育

んでいくためには，あらゆる教科

等に共通した学習の基盤となる資

質・能力や，教科等の学習を通じ

て身に付けた力を統合的に活用し

て現代的な諸課題に対応していく

ための資質・能力を，教育課程全

体を見渡して育んでいくことが重

要となる。 

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第3章（中学校も同文） 

各学校ではこれまで「人権尊重

教育全体計画」等の「各種全体計

画」を作成しています。そこで

「育成を目指す資質・能力」の実

現に向けて、これまで作成してき

た「各種全体計画」の関連を整理

する必要があります。その整理結

果を分かりやすく１枚にまとめる

「○○学校 教育プラン（全体計

画）」等を作成することで、教職

員や保護者、地域との共有が図り

やすくなります。例を p.11 に掲

載していますのでご覧ください。 

学校教育目標等の実現に向けて 

◎教育課程を編成する 

 ○指導の内容を考える 

 ・自校の「重点を置くべき指導内容」とは 

  →各学校で「軸」となる研究の視点や教科等、重視している活

動等を考えるとイメージしやすくなります。 

 ・学校教育全体を通じて行う、キャリア在り方生き方教育、人権

尊重教育、道徳教育、体育・健康に関する指導等の位置付け 

 ・学校保健計画、いじめの防止等のための対策に関する基本的な

方針、食に関する指導の全体計画等の各分野の全体計画の関連

付け 

・子どもや学校、地域の実態に応じて学校が創意を生かして行う

総合的な学習の時間の適切な設定 

 ○指導の内容を組み立て、授業時数を配当する 

 ・各教科等間の指導内容の相互の関連を考え、明確に 

 ・年間授業時数や学期、月、週ごとの授業時数を決める際には、

短時間学習等の取組にも配慮 

◎教育課程を実施、評価、改善する 

 ○実施した教育課程について、評価し、改善を図る 

◎学校教育目標や「教育課程編成の基本」となる事項を定める 

○学校教育の目的や目標、教育課程の基準 

○自校が当面する教育課題 

両者を統一的に 

把握して設定 

-５- 

教育課程編成を全教職員の共通理解の下で行う必要があり

ますね。でも、これまでの取組をすべて変えるのではなく

これまでの取組を生かして考えていくことが大切ですね。 

全国学力・学習状況調査や市学

習状況調査の結果を学校全体で

共有して、教育課程編成や授業

改善の資料として活用しましょ

う。 



 総則（右欄）でも示されていますように、「資質・能力の三つの柱」を

育成するために「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

が求められます。それぞれの学びについては総則において次のように示

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

これらの視点から、「質の高い学びを実現し，学習内容を深く理解し，

資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続

けるようにすることが求められている。」と総則に示されています。ま

た、「留意すべき点」がいくつか示されていますので紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6- 

６ 「どのように学ぶか」 

資質・能力を育成することを目指した授業改善の取組は，これまでも

多くの実践が重ねられており，主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善を行うことが，そうした着実に取り組まれてきた実践を

否定し，全く異なる指導方法を導入しなければならないことであると

捉える必要はない。 

 

主体的・対話的で深い学びは，必ずしも１単位時間の授業の中で全て

が実現されるものではなく，単元や題材など内容や時間のまとまりを

見通して，例えば（略）対話によって自分の考えなどを広げたり深め

たりする場面をどこに設定するか，（略）といった観点で授業改善を

進めることが重要となる。 

 

こうした学習は，これまでも各教科等における授業改善の取組の中で

充実が図られてきたものであり，今回の改訂においてはそうした蓄積

を踏まえ，各教科等において行われる学習活動の質を更に改善・充実

させていくための視点として示している。 

「主体的・対話的で深い学び」に

つきましては、「答申」にも解説が

あります。「答申」の「補足資料」

（補足１）には、「資質・能力の育

成と主体的・対話的で深い学び」の

イメージ図や、「主体的な学び」「対

話的な学び」「深い学び」のそれぞ

れの具体例等も掲載されています。

また、「主体的・対話的で深い学び」

の各教科等における具体的な授業改

善の視点は、ＣＳの各教科等の「第

３ 指導計画の作成と内容の取扱い」

に指導計画の作成に当たっての配慮

事項として示されていますのでご確

認ください。 

授業の方法や技術の改善のみを意

図するものではなく，児童（生徒）

に目指す資質・能力を育むために

「主体的な学び」，「対話的な学

び」，「深い学び」の視点で，授

業改善を進めるものであること。 

新小学校学習指導要領解説 

総則編 第１章（中学校も同文） 

①学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連

付けながら，見通しをもって粘り強く取り組み，自己の学習活動を

振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているかとい

う視点。 

 

②子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛

かりに考えること等を通じ，自己の考えを広げ深める「対話的な学

び」が実現できているかという視点。 

 

③習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科等の特質に応じ

た「見方・考え方」を働かせながら，知識を相互に関連付けてより

深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだ

して解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向

かう「深い学び」が実現できているかという視点。 

主体的な学び 

対話的な学び 

深い学び 

-６- 

１つの学習活動のみ、１時間の授業のみを見て考えるのでは

なく、単元等のまとまりを見通して授業改善について考える

必要がありますね。 

「主体的・対話的で深い学び」の実

現と道徳教育 

 

他者と共によりよく生きるため

の基盤となる道徳性を育むため、

答えが一つではない道徳的な課題

を一人一人の児童生徒が自分自身

の問題と捉え、向き合う「考え、議

論する道徳」を実現することが、

「主体的・対話的で深い学び」を実

現することになると考えられる。 

「答申」 

第２部 第２章 １５道徳 



新学習指導要領解説総則編の第４節は「児童（生徒）の発達の支援」

です。「支援を必要とする児童生徒への手立て」は全教職員共通で必要な

ことであり、「具体的な手立て」を考え取り組んでいくことが求められま

す。「１ 児童（生徒）の発達を支える指導の充実」「２ 特別な配慮を

必要とする児童（生徒）への指導」のポイントを以下にまとめます。こ

の「発達の支援」については新学習指導要領解説総則編でこれまで以上

に充実した形で示されていますので、総則編で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第５節は「学校運営上の留意事項」です。こちらもポイントのみ

示しますので詳しくは解説総則編をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新小学校学習指導要領解説総則編 

第４節児童（生徒）の発達の支援  

※中学校は「児童」が「生徒」 

１ 児童の発達を支える指導の充実   

（１）学級経営、児童の発達の支援 

（２）生徒指導の充実 

（３）キャリア教育の充実 

（４）指導方法や指導体制の工夫改

善など個に応じた指導の充実 

 

２ 特別な配慮を必要とする児童

への指導    

（１）障害のある児童などへの指導 

（２）海外から帰国した児童や外国

人の児童の指導 

（３）不登校児童への配慮 

（４）学齢を経過した者への配慮 

（２（４）は中学校のみ） 

 

１ 教育課程の改善と学校評価等 について 

○教育課程の編成及び実施に当たっては、「学校評価」と関連付けるとともに、

「学校保健計画」「学校安全計画」「食に関する指導の全体計画」「いじめ防

止等のための対策に関する基本的な方針」等の全体計画等との関連付けを十

分に行うことで，カリキュラム・マネジメントの充実が図られ、より効果的な

指導を実現することにつながる、とされている。 

７ 「どのように支援するか」「実施するために何が必要か」 

１ 児童（生徒）の発達を支える指導の充実 について 

○学級経営上、確かな児童生徒理解、児童生徒の気持ちを理解しようとする学

級担任の姿勢が重要となる。また、学級を児童生徒が「存在感を実感できる

場」とすることが大切である。また、保護者との共通理解が必要である。 

○信頼関係を基盤として児童生徒理解を深め、生徒指導の充実を図る。 

○学校で学ぶことと社会との接続を意識させ、一人一人の社会的・職業的自立

に向けて必要な資質・能力を育み、キャリア教育の充実を図る。 

○児童生徒の特性は一人一人異なるため、その特性を十分理解し、全ての児童

生徒、特に学習の遅れがちな児童生徒に対して、指導方法等を工夫する。 

-７- 

２ 特別な配慮を必要とする児童（生徒）への指導 について 

○障害のある児童生徒などの「困難さ」に対する「指導上の工夫の意図」を理解

し，個に応じた様々な「手立て」を検討し，指導に当たっていく必要がある。 

○組織的な対応ができるようにしていくことが重要である。 

○特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒につい

ては，個々の実態を的確に把握し，個別の教育支援計画や個別の指導計画を

作成し，効果的に活用するものとする。 

○外国につながる児童生徒の受け入れに当たっては、一人一人の実態を的確に

把握し、当該児童生徒が自信や誇りをもって学校生活において自己実現を図

ることができるように配慮することが大切である。 

○不登校はどの児童生徒にも起こり得ることとして捉え、学校・家庭・社会が

不登校児童生徒に寄り添い共感的理解と受容の姿勢をもつことが，児童生徒

の自己肯定感を高めるためにも重要である。 

新小学校学習指導要領解説総則編 

第５節学 校 運 営 上 の 留 意 事 項 

１ 教育課程の改善と学校評価等 

（中学校は １ 教育課程の改善

と学校評価，教育課程外の活動

との連携） 

①カリキュラム・マネジメントの

実施と学校評価との関連付け 

②各分野における学校の全体計画

等との関連付け 

③教育課程外の学校教育活動と教

育課程との関連（中学校のみ） 

 

２ 家庭や地域社会との連携及び

協働と学校間の連携 

①家庭や地域社会との連携及び協

働と世代を越えた交流の機会 

②学校相互間の連携や交流 

２ 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 について 

○学校がその目的を達成するため，家庭や地域社会との連携及び協働を深める

ことや、高齢者や異年齢の児童など，地域における世代を越えた交流の機会

を設けることが求められている。 

第 6 節は道徳教育推進上の配慮

事項です。道徳教育の指導体制と

全体計画、指導内容の重点化、豊か

な体験活動の充実といじめの防

止、家庭や地域社会との連携につ

いて示されています。 



 

 平成 27 年度からスタートした「第２次川崎市教育振興基本計画 か

わさき教育プラン」は、次のような基本理念、基本目標を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８つの基本政策の内、基本政策Ⅰを「人間としての在り方生き方の軸

をつくる」とし「キャリア在り方生き方教育」を推進してきました。新

学習指導要領でも「キャリア教育」の充実が示されており、川崎市版キ

ャリア教育である「キャリア在り方生き方教育」の充実は、今後もます

ます重要となります。また、平成 30 年度からは「第２期実施計画」実

施期間（2018 年度から 2021 年度）となります。これまでの取組を着

実に継承するとともに、さらに発展させ、教育施策を総合的かつ計画的

に推進し、教育プランの基本理念及び基本目標の実現を目指します。 

 

 

 全国学力・学習状況調査や、川崎市立小中学校学習状況調査等から、

川崎市や各学校の子どもたちの様子が見えます。日々の見取りに加え、

これら結果等も活用してよりよい教育活動を行います。 

①全国学力・学習状況調査より       

※Ｈ２１・２８・２９は川崎市、Ｈ２９全国は全国平均の「当てはまる」「どちらかとい

うと当てはまる」の数値です。「小」は小学校６年生、「中」は中学校３年生です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ これからの川崎の取組に向けて 
１ かわさき教育プラン  

２ 子どもたちの姿から 

-８- 

79.1
83.6 84.5 82.2

H21 H28 H29 H29全国

小 国語の授業の内容が

よく分かる

70.9 73.5
79.1

74.9

H21 H28 H29 H29全国

中 国語の授業の内容が

よく分かる

「基本理念」 

夢や希望を抱いて 

生きがいのある人生を送るための礎を築く 

「基本目標」 

変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、充実し

た人生を主体的に切り拓いていくことができるよう、将来に向けた社

会的自立に必要な能力・態度を培うこと 

自
主
・
自
立 

個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、

高め合える社会をめざし、共生・協働の精神を育むこと 

共
生
・
協
働 

キャリア教育を効果的に展開して

いくためには，特別活動の学級活

動を要としながら，総合的な学習

の時間や学校行事，道徳科や各教

科における学習，個別指導として

の教育相談等の機会を生かしつつ，

学校の教育活動全体を通じて必要

な資質・能力の育成を図っていく

取組が重要になる。また，自己の

キャリア形成の方向性と関連付け

ながら見通しをもったり，振り返

ったりする機会を設けるなど主体

的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善を進めることがキャ

リア教育の視点からも求められる。 

新中学校学習指導要領解説 

総則編 第３章（小学校も同文） 

国語の授業では、言葉を使って

「伝え合う」ことのよさを実感

したり、自分の生活に生かす意

欲をもてたりするような授業を

行うことも大切ですね。 

変化の激しい社会を生きる子ど

もたちが、自らの視野を広げ、

進路や人生を具体的に考えるた

めには、どのような力が必要で

しょうか。例えば、自己有用感、

学ぶ意欲、人と関わる力、将来

の社会参画に向けた力等を育成

することが求められています。

これらを考えると、小学校段階

からのキャリア在り方生き方教

育の充実が、ますます重要にな

りますね。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「役立つ」については若干数

値が下がっています。特にＨ 

28 の数値を教科別に並べる

と、「この教科が生活に役立

つ」という意識の差が明らか

になります。各教科等の「学

ぶ意義」を子どもたちが実感

し、自己の将来と結び付けて

主体的に学べるようにするこ

とが求められています。 

-９- 

78.9 79.3 78.6 80.6

H21 H28 H29 H29全国

小 算数の授業の内容が

よく分かる

62.8
69.8 72.5

69.4

H21 H28 H29 H29全国

中 数学の授業の内容が

よく分かる

70.5

79.0 79.9 77.9

H21 H28 H29 H29全国

小 自分には良いところが

あると思う

55.9

69.1 70.4 70.7

H21 H28 H29 H29全国

中 自分には良いところが

あると思う

83.0 83.1 83.9 85.9

H21 H28 H29 H29全国

小 将来の夢を

もっている

68.4 67.8 68.4 70.5

H21 H28 H29 H29全国

中 将来の夢を

もっている

45.8

55.3

47.4

62.6

H21 H28 H29 H29全国

小 今住んでいる

地域の行事に参加している

27.9
35.0 31.9

42.1

H21 H28 H29 H29全国

中 今住んでいる

地域の行事に参加している

「自分には良いところがある」に

ついては改善が見られます。これは

キャリア在り方生き方教育をはじめ、

「自己肯定感」を高める取組の成果

が表れていると考えられます。「将

来の夢をもっている」については全

国・経年の比較でも大きな変化は見

られません。様々な活動を通して自

分の良さを自覚し、将来を前向きに

考えられるようにすることが大切で

す。また「地域へのかかわり」につ

いては課題が見られます。新学習指

導要領で示された「社会に開かれた

教育課程」を実現し、地域と連携し

た学校づくりを通して、地域に主体

的に関わる態度を育成すること等が

求められます。 

子どもたちが「分かる」という

自覚をもつには、「自分は分かっ

ているかどうか」を知る、つま

り「メタ認知」を行える場が、

授業の中で保障されていること

も大切ですね。 

「自分には良いところがあると

思う」の数値は年々上がってき

ています。健康な生活を送るた

めに必要な力の一つに「自己肯

定感」があります。健康にとっ

て望ましい行動を選択するには、

自分自身を大切にすることや、

目標を決めて実現するために努

力することなどがとても重要で

す。「自己肯定感」は学習や生

活のあらゆる面とかかわるため、

これまでの取組を続けつつ、今

後も重視していきたいですね。 



②川崎市立小中学校学習状況調査より       

※「小」は小学校５年生、「中」は中学校２年生です。それぞれ「すきだ」「わかる」の数

値で、「どちらかといえば、すきだ」「どちらかといえば、わかる」は含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでで示した内容については「概要」ですので、具体的には、新

学習指導要領の前文・本文、新学習指導要領解説総則編、各教科等の解

説をご覧ください。また、各種調査の報告書も確認してください。各学

校ではこれらを踏まえ、実態に応じて「社会に開かれた教育課程」を編

成します。教育課程編成の大きなポイントを整理すると右欄のように

なります。 

次ページに「○○学校 教育プラン（全体計画例）」を示しています。

これは平成２９年度教育課程研究会総則部会で配付したものです。学

校教育目標とともに、育成を目指す資質・能力を示し、その実現のため

に各種全体計画を生かしながら全体像を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各学校の実態に応じた教育課程編成に向けて 

○学校教育目標等で、育成を目指す

資質・能力を明確にする。 

 

○これまで作成してきた各種「全体

計画」を生かしつつ、その関連を

図り、教科横断的に教育課程を編

成する。 

 

○教育課程を編成し、実施、評価、

改善することで学校教育目標等の

実現を目指す。 
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28.1 31.7

27.9
36.3

39.8

47

57

58.2

Ｈ２６ Ｈ２９

小 すきだ（好感度）

国 社 算 理

19 24

22.6
29.1

23.5

26.5
22.8

26.2
23.2

25.5

Ｈ２６ Ｈ２９

中 すきだ（好感度）

国 社 数 理 英

55.3 59.7

46.5
54.4

55.3
59.7

67.1
70.3

Ｈ２６ Ｈ２９

小 わかる（理解度）

国 社 算 理

33.9 39.1

29.2
39.4

32.4
37.7

28.4

34.228.5

33.8

Ｈ２６ Ｈ２９

中 わかる（理解度）

国 社 数 理 英

56.6

59.1

62.7

63.4

60.1

61.8

64.5

66.2

④

③

②

①

国・算の正答率（％）と

自尊意識（左が国・右が算）

このグラフは「自分には良いとこ

ろがある」という質問に対して 

①「当てはまる(39.4%)」 

②「どちらかといえば当てはまる 

(41.0%)」 

③「どちらかといえば当てはまらない 

(13.2%)」 

④「当てはまらない(6.2%)」 

と回答した平成 29 年度小学校 5 年

生の国語と算数の正答率を棒グラフ

上に示しています。棒グラフ左側が

国語、右側が算数です。「自分には

良いところがあると思う」という意

識が高い子どもほど、国語・算数の

正答率が高い傾向にあります。 

川崎市立小中学校学習状況調査の

質問紙からは、「すきだ」「わかる」

については小中ともに増加傾向にあ

ることが分かります。また、下のグ

ラフの数値もご確認ください。 



平成○○年度  ○○小（中）学校 教育プラン（全体計画） 例 ※吹き出しは今回冊子に掲載するにあたり付け加えました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種法 

学習指導要領 

かわさき教育プラン 

子どもの実態 

保護者の願い 

地域の様子 

教師の願い 

学校教育目標 

「よく考える子」  「心豊かな子」  「元気な子」 
○○小（中）学校が育成を目指す資質・能力 

○様々な学習や生活の場面で活用できる基礎的・基本的な知識や概念及び技能 

○未知の状況でも既得の知識や技能を活用してよく考え、課題を解決し表現する力 

○多様性を認め他者と協働する態度や、学びの意義を実感して生活に生かす態度 

※実態に応じて「学校が育成を目指す資質・能力」を三つの柱に沿って設定 

◎キャリア在り方生き方教育         「キャリア在り方生き方教育 指導目標」  ※詳細はキャリア在り方生き方教育全体計画へ  

◎人権尊重教育               「人権尊重教育の重点目標」   ※詳細は人権尊重教育全体計画へ 

◎道徳教育                 「道徳教育の重点目標」  ※詳細は道徳教育全体計画へ 

◎体育・健康に関する教育          「体育・健康に関する教育の重点目標」  ※詳細は体育・健康に関する教育全体計画へ 

◎○○教育等（現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力）「○○の重点目標」（実態に応じて重点化） ※詳細は〇〇教育等全体計画へ 

◎学校保健計画       「       」※詳細は・・ ◎学校安全計画    「       」※詳細は・・ 

◎食に関する指導の全体計画 「       」※詳細は・・ ◎いじめ防止基本方針 「       」※詳細は・・   等各種全体計画整理 

 

 

 

 

 

◎各教科等 

○基礎的・基本的な知識や技能の定着のための活動の充実 

○課題を追究して解決する学習の充実       等 重点化する取組等を示す  

 

 

※詳細は各教科等年間指導計画（「教科等の横断的関連」「学習の基盤となる資質・能力」を示す）

 

平成○○年度 ○○小（中）学校 研究主題、重点目標、等 

◎行事等 

○周年行事 

○地域の～ 

○～活動 

◎異校種間の接続 

○幼稚園・保育園 

○認定こども園 

○小学校 ○中学校 

○高等学校 ○大学

○特別支援学校 

◎地域・社会との連携・協働 

○家庭や地域の人々の協力 

○地域の・・ 

○・・活動 

教育活動全体を見通したＰＤＣＡサイクルの実施 

◎学習の基盤となる資質・能力（実態・課題に応じて） 

○言語能力   ○情報活用能力  ○問題発見・解決能力 等 

-
1
１

-
 

これまで作成している各種全体計

画等を整理し、資質・能力の育成

に向けてその関連を示すととも

に、各種全体計画等の詳細につい

ては、これまで作成しているもの

を活用することを示しています。 

各学校が育成を目指す資質・能

力につきましても、学校や地域

の実態に応じて更新していく必

要があります。 



 

  

 カリキュラムセンターでは、平成 29 年度の調査・基礎研究として「新

学習指導要領に基づく授業改善の手立て」の研究を行いました。学習指

導要領の改訂が「授業改善」につながるように、先生方の声を踏まえな

がら研究を進め、成果を本冊子にまとめました。 

 今回の改訂では、右欄のように「経験と知見の継承」が示され「自ら

の授業改善」とともに「経験の浅い先生方の授業改善」が求められてい

ます。これを受け、今回の研究で着目したのは「授業についてアドバイ

スをしたり、アドバイスを受けたりすることの大切さ」という点です。

そこで、「指導主事が指導助言で大切にしていること」を踏まえて、先

生方が「学び合う」ために必要なことについて研究を進めました。 

 授業改善の構造を整理すると下図のような形になりました。「☆」は、

授業者の「授業改善ＰＤＣＡサイクル」です。「☆」の「Ａ」から上に

出ている矢印が授業力向上を示しています。その矢印に対して横から

の矢印「  」があります。これは、授業アドバイスを示しています。

また、右半分にも同じような図がありますが、これは「アドバイスをし

ている教員も授業力を向上する営みを行っている」ことを示していま

す。ここでは一方的なアドバイスではなく、信頼関係を大切にしながら

「共に向上していく」様子を示しています。 

 次ページ以降は「授業者として自身の授業力向上のための手立て」と

「授業についてアドバイスをする時の手立て」を示しています。「学び

続ける姿勢」こそ、「経験や知見の継承」に不可欠です。ベテラン、中

堅、若手が共に「学び続ける」姿勢を大切にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 新学習指導要領に基づく授業改善の手立て 

１ 「授業改善の手立て」の研究 

教師の世代交代が進むと同時に，

学校内における教師の世代間のバ

ランスが変化し，教育に関わる様々

な経験や知見をどのように継承し

ていくかが課題となり，また，子供

たちを取り巻く環境の変化により

学校が抱える課題も複雑化・困難

化する中で，これまでどおり学校

の工夫だけにその実現を委ねるこ

とは困難になってきている。 

新小学校学習指導要領解説  

総則編 第１章 総説 

（小中各教科等の解説も同じ） 

 

 

 信頼関係 
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指
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要
領
に
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て 

学校教育目標 各教科等・学年・学級目標  

単元（題材）目標・本時目標等の実現 

Ｃ 

Ｄ 

Ｐ 

Ａ 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｐ 

Ａ 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

求める授業像 

Ｃ 

Ｄ 

Ｐ 

Ａ 

求める授業像 

   

   

「次の改善策」 

「単元（題材）等」 

「価値付け」 
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授業アドバイス 

自分より経験の浅い先生方も増え

てきているため、授業についてア

ドバイスをすることもよくありま

す。ただ、自分自身の経験もそん

なにあるわけではないので、不安

もあります・・。 

「学び続ける」姿勢こそ教師にと

って必要ですよね。そのためには

アドバイスを行う側も受ける側も

一緒になって「共に学び合う」と

いう姿勢も大切ですね。 

私も、自分の取組に自信がないた

め、「この助言があっているのか

どうか」「これでよいのかどうか」

と考えてしまい、アドバイスをす

る際に悩んでしまうことが多くあ

ります。 



 下図の太枠で示した「Ａ」から一つ上の「Ｐ」に向かう矢印が、授業

力向上を示しています。求める授業像を明らかにして、日々の授業改善

に取り組むからこそ、「求める授業像」「各目標」等の実現が可能となり

ます。 

また、授業は基本的に「学級（学年）」を単位として行うため、「学級

（学年）の実態に応じて目標の実現に向けて授業を計画すること」が求

められます。授業改善のベースには「日々の学級経営」と「子どもの実

態等の現状把握」がある、と言えます。以下に新学習指導要領解説総則

編第 4 節１（１）「学級経営、児童（生徒）の発達の支援」を踏まえた

ポイントと手立ての例（右欄）を示します。 
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２ 授業改善に向けて  ＝授業者として＝ 

現状把握 

○日頃から子どもの気持ちを理解しようとする教師の姿勢 

○一人一人の子どもを客観的かつ総合的に認識 

・学習面、生活面、人間関係等 

○学級の特色、学年、学校の特色、現状 

・行事等の取組、集団としての成長の様子 

○地域の特色、生活・生活圏の特色や現状 

○保護者との共通理解                   等 

授業力向上を考える場合には、

「どのような授業を行いたいか」と

いう「自分が求める授業像」を明ら

かにすることが大切です。それらを

踏まえ、各目標等の実現に向けて、

授業を計画し（Plan）、授業を行い

（Do）、子どもの様子や自身の授業

を振り返り（Check）、改善して次

に生かす（Act）といった「ＰＤＣ

Ａサイクル」が必要です。このよう

な授業改善があるからこそ、授業力

は向上していくと考えられます。 

学級経営 手立ての例 

○子どもとの信頼関係、子ども同士

の信頼関係を醸成する活動 

○日々の価値付けを大切にして子ど

もが「安心感」を得られるように 

○集団としての成長を自覚させるた

めの手立て 

○「学級目標」で学級が目指す姿を

明確に 

○自己決定の場の設定     等 

 

学級経営 

○子どもにとって存在感を実感できる場 

・相手の身になって考え、相手の良さを見つけようと努める学級 

・自分の力を学級全体のために役立てようとする学級 

・支持的な風土の学級 

○集団の一員として安心して自分の力を発揮する場 

・自ら責任をもって行動できる能力の育成          等 

現状把握 手立ての例 

○日頃の人間的な触れ合いに基づく

きめ細かい観察や面接 

○信頼関係に基づく子どもの自己開

示の高まり 

○学年の教師、養護教諭等担任以外

の教師を含め広い視野からの理解 

○子どもの内面に対する共感的理解 

等  

 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

Ｐ 
Ｄ 

Ｃ 
Ａ 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 
Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

学級経営・現状把握 

明確に 
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要
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基
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求める授業像 

学校教育目標 学年・学級目標 

単元（題材）目標・本時目標等の実現 

日々の授業改善の 

サイクル 

私は、学級があたたかい雰囲気に

包まれていて、子どもたちが安心

して授業に取り組めるようにした

いです。そのためには・・・ 



 指導案検討会や、学年内や教科部会内での指導案の検討において、次

のような質問をされたことはありませんか。 

 

 

 

 

「ねらい」を明確にして、その「ねらいの実現のために○○という活

動を行う」と考えましょう。次のような「見学」という例で考えると、

「ねらい」の大切さがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

この例は「学習問題から視点を設定して、その視点に沿って働く人の

工夫を見たり聞いたりして課題の解決に生かすため」に見学に行く、と

なります。同じ「○○工場の見学」でも、上記の両者の違いは明らかで

す。授業者が「ねらいを明確にもって」取り組むかどうかで計画や発問、

手立て等は大きく変わります。左

図のように点線で囲んだ「ねらい」

の実現のために、実線で囲んだ

「活動」を行う、と考えましょう。 
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（１） 「Ｐ」：「ねらい」の実現のために ①１つの活動 
Ａ 

Ｐ 
Ｄ 

Ｃ 

○「なぜこの文章を使うの？」 ○「なぜこの曲を使うの？」 

○「なぜここで話し合うの？」 ○「なぜ工場の見学に行くの？」 

「なぜ○○するの？」 

 

 

ね ら い が 「 不 明 確 」 

話し合って明らかにした視点に

そって見学させよう。□□につ

いては、学習問題の解決に必要

だから、必ず工場の人に話して

もらおう。 

毎年見学しているから、これ

までと同じような流れで、「見

てきたいこと」等について、

しっかりと見るように声をか

けよう。 

 

次時は見学を生かして学習問題につい

て話し合い、学習問題の解決を図ろう。

さらに働く人の工夫等に迫るために、後

日▼▼を取り上げて、自分たちの生活と

のつながりを考えるようにしよう。 

次時は○○工場の見学について、新聞に

まとめさせよう。自分が興味をもったと

ころをイラストも入れてまとめさせよ

う。１時間では新聞は完成しないから、

その次も新聞作成にしよう。 

例えば、「見学」という学習活動

を伴う単元の場合、単元の学習を始

めるにあたっての教師の姿勢はＡ・

Ｂどちらの方がよいでしょうか。 

 

Ａ今年も、毎年見学に行っている○

○工場の見学に行こう。見学の後

は工場の人の話や発見したこと、

驚いたこと、感想等を新聞にまと

めよう。 

 

Ｂ働く人の工夫等について学び、自

分たちの生活が支えられているこ

とを考える単元だから、課題を追

究して解決するために見学に行

き、工夫等を見て、見学後に課題

の解決を行うことで単元目標の実

現を図ろう。 

 

後のページでも示しますが、一つ

の活動も「単元目標」とつながって

います。 

  

まずは「ねらいの明確化」「子ども

の実態の把握」を行い、「そのための

手立て」と考えることが基本です。

手立て（活動等）ありきではなく、

ねらいと子どもに応じて手立てを講

じる、と考えます。 

ね ら い が 「 明 確 」 

○○工場の

見学 

前時は○○工場の見学に向けて、「見学

で見てきたいことや聞いてみたいこと」

を自由に考えさせて、ノートに書かせ

た。今日の見学ではそれらを生かせるよ

うにしよう。 

前時は「○○工場で働く人はどのように

して△△を作っているのかな」と学習問

題を設定し、予想して話し合い、見学の

視点を明らかにした。今日の見学では視

点に沿って工夫等を見たり聞いたりし

て、その後の解決に生かそう。 
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例えば「グラフを読み取る」と

いう活動の場合、「○○という事

実を押さえる」とねらいを先に

考え、「そのためにグラフを読み

取る」と活動を考えます。さら

に「読み取りやすくするために

子どもの実態に合わせて、グラ

フを加工する」「言葉かけを考え

る」となりますね。 

働く人の工夫を見たり聞いたりして 

課題の解決に生かす 

「ねらい」 

「○○工場の見学」の活動を行う 

ねらいの 
実現のために 



 「１つの文章」「１つの資料」など、何を取り上げても、「ねらい」

が大切です。ではその活動の「ねらい」はどのように決めればよいで

しょうか。そして 1 時間（あるいはまとまりのある数時間）の授業を

どのように構成すればよいでしょうか。基本的には「同じ考え」です。

例えば「学習課題を設定する」という「１つの活動」を取り上げると、

「本時目標という『本時（あるいは数時間）のねらい』の実現に向け

学習課題の設定を行う」と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１（数）時間の学習はいくつかの「活動（ブロック）」に分けられま

す。つまり「本時目標」から「各活動のねらい」を考え、その「各活動

のねらい」の実現に向けた「各活動の内容」を考え、それらを組み合わ

せて授業を計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように考えるといくつかのポイントが見えてきます。 

○「どのような活動が効果的か」「どのような声かけが必要か」等を考

える際には「その活動のねらいの実現のために」と考えることが必要

です。「その活動のねらい」は本時目標に即して考えます。 

○上記例の矢印（↘）に沿って見てみると、1 つの活動のねらいが「次

の活動（あるいはその後の活動）」につながることが分かります。 

○他に「課題を追究する」「課題を解決する」学習活動等を考えると、

それらの活動を 1 時間や数時間、単元や題材等のまとまりで組み合

わせることで授業を構成していることが分かります。 
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（２） 「Ｐ」：「ねらい」の実現のために ②１時間（数時間）の授業 

授業例を以下に示します。 

（例）小４理科「ものの温度と体積」 

①「なぜ栓が飛び出したのか？」と

いう問題意識をもたせ、数時間の

学習を通して解決する学習課題

を設定するために 

↓ 
・発砲ポリエチレンで栓をした丸

底フラスコを約６０℃の湯につ

ける活動を行う。 

・栓が飛び出す様子を見て「なぜ栓

が飛び出したのか？」「お湯につ

けてあたためられたことと関係

があるのだろうか」という問題意

識が生まれる。 

・その問題意識を基にして「空気を

あたためたら、なぜ栓が飛び出す

のだろうか」という学習課題を設

定する。 

 

②空気の体積の変化について学習

の見通しをもつために 

↓ 
・学習課題に対する予想や、その予

想を確かめる実験方法等につい

て考える。 

・予想や方法について話し合うこ

とで、空気の体積の変化につい

て、今後の学習の見通しをもつ。 
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Ａ 
Ｐ 

Ｄ 
Ｃ 

「なぜ？」という問題

意識に基づく学習課題

の設定を行う 

「ねらい」 

「なぜだろう？」と

思うような活動 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な 

「
ね
ら
い
」
に
し
た
の
か 

本時目標 
数時間を見通す課題を設定し、

学習の見通しをもてるようにする 

本時目標の実現に向けて 

問題意識に基づいた 

学習課題の設定が必要だから 

本時の授業の流れ 

数時間を見通す学習課題を 

設定する 

本時目標   ※この「本時」は１時間の場合もあれば数時間の場合もあります。 

（例）数時間を見通す課題を設定し、学習の見通しをもてるようにする 

「なぜだろう？」という問題意識

をもたせる活動を行い、その思い

を基に学習課題を設定する 

 

本時目標 

「栓が飛び出した理由から学習課

題を設定し、その理由を予想し、実

験方法を考える活動を通して、空

気の体積の変化について学習の見

通しをもつようにする」 

学習の見通しを 

もてるようにする 

 

学習課題についての予想等を話

し合い、今後の学習計画を考え

る活動を行う 

 

ここでは単元の初めを例にしまし

たが、例えば単元の後半であれば

どのように考えられますか。 



 前ページの「本時目標」について「なぜこの本時目標なのか」と質問

された場合は、「単元目標の実現に向けて、単元○時間目の本時では単

元を見通した課題を設定する必要があるから」と答えることができま

す。では、「なぜそのような単元目標なのか」と質問された場合は・・、

と考えると、年間指導計画や学校教育目標等の重要性が見えてきます。 

 p.３の右欄（※）で示した通り、「資質・能力の育成のために単元や

題材などのまとまりを見通して、主体的・対話的で深い学びに向けた授

業改善を行うこと」が新学習指導要領で求められています。そのため各

教科、各学年、各単元（題材）等の目標や内容は「育成を目指す資質・

能力の三つの柱」に沿った形で示されています。これらを受けて、単元

（題材）目標等を設定して授業を計画します。また学校教育目標等には

各学校が育成を目指す資質・能力を示していますので、それらを踏まえ

年間指導計画等に応じて、各単元（題材）目標等を設定します。 
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（３） 「Ｐ」：「ねらい」の実現のために ③１つの単元（題材）等 
Ａ 

Ｐ 
Ｄ 

Ｃ 

○道徳科 

各学校においては，道徳教育の全体

計画に基づき，各教科，（外国語活

動，） 総合的な学習の時間及び特別

活動との関連を考慮しながら，道徳

科の年間指導計画を作成するものと

する。なお，作成に当たっては，第

２に示す（各学年段階の）内容項目

について，（相当する）各学年におい

て全て取り上げることとする。その

際，生徒（児童）や学校の実態に応

じ，３学年間（２学年間）を見通し

た重点的な指導や内容項目間の関連

を密にした指導，一つの内容項目を

複数の時間で扱う指導を取り入れる

などの工夫を行うものとする。 

新中学校学習指導要領第３章第３ 

 指導計画の作成と内容の取扱い 

（  ）は小学校  

○特別活動 

特別活動の「学級活動」は扱う題

材・議題が多岐にわたり、１時間を

単位としているため、単元はありま

せん。本時（学級会等の話合い）だ

けではなく、事前の調査や事後の実

践も重要です。特に合意形成、意思

決定したことは学校生活において実

践されるため、児童生徒の日常の生

活（発言、態度、行動等）を見取り、

評価をします。学級活動は結果だけ

ではなく、生活における活動過程の

努力や意欲についても多面的に評価

を行います。したがって単元がなく

ても、児童生徒の生活の様子を見守

り、適切に振り返りを行いながら指

導・助言を行うことが重要です。 

ねらい 

１つの活動 

ねらい 

１つの活動 

・・・ 

・・ 

単元（題材）目標等 

本時目標の実現のために 

１時間目 

本時目標 

・主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振

り返ったりして自身の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するか 

・対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか 

・学びの深まりをつくりだすために，児童が考える場面と教師が教える場面

をどのように組み立てるか 等 

単元（題材）目標の実現のために 主体的・対話的で深い学びの実現

 

ここでは「１時間目」「２・３時間

目」・・・と示しましたが、例えば

１５分程度の短時間学習を行う

場合は、４５+１５分の 

「６０分の範囲の目標」 

という場合もあります。 

学校教育目標等・新学習指導要領 

年間指導計画 

１（数）時間の授業の流れ 

単元（題材）の流れ 

○時間目 

本時目標 

２・３時間目 

本時目標 

４時間目 

本時目標 
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単元や題材等のまとまりを見通して「単元（題材）目標等」を

設定し、その実現に向け、授業内容に応じて１時間や数時間の

まとまりで「本時目標」を設定します。そして、その実現に向

け、必要な学習活動を考えます。 

 

例えば外国語科において短時間学

習を行う場合、単元を見通した中

でその指導が計画的に行われる体

制が整備されているとき、年間授

業時数に含めることができます。

たとえ 15 分であっても、単元計

画の中で、目標の実現に向け、内

容や活用方法等を明確に位置づけ

ておく必要があります。 



 これまでの授業実践を振り返り、反省点を踏まえて授業を計画し

（Ｐ）、授業を行います。そして日々行っている授業には「本時の授業

において考える点」があります。 

 

 

 

 

 

 

 例えば「板書」は色遣いやレイアウト等がよくても、「本時目標」等

の実現に資するものでなければ意味がありません。ここでは本時目標

等の実現に向けた考え方の例を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 「Ｄ」：目の前の子どもとともに 
Ａ 

Ｐ 
Ｄ 

Ｃ 

○教室環境や活動の環境等の「場づくり」はどのように行うとよいか 

○板書はどのように行えばよいか 

○子どもたちが書くノート等はどのように書かせればよいか 

○学習ルールはどのようなものがよいか、どう指導するとよいか  

○効果的なＩＣＴ機器の活用のためにどのような手立てが必要か 等 

「場づくり」 

・活動の場は興味を引くものか 

・掲示物は見やすいか 

・学習活動に応じた机等の配置か 

・整理整頓はされているか   等 

「板書」 

・本時の課題等は明示されているか 

・課題追究や解決等に活用できるか 

・子どもの意見は反映されているか 

・黒板上の資料等は見やすいか  

・授業終盤で、その時間の学習を振

り返ることができるか 等 

本時目標等の実現に向けて 

「個や集団、全体への支援等」 

・個別に支援が必要な場合の手立て  ・情報過多にならないような配慮 

・板書の字の大きさ、色遣い等の配慮 ・互いを認め合える活動や声掛け 

・全員が参加意識をもつための手立て ・個々の取組に応じた価値付け 

・学級や学年としての成長の価値付け              等 

「ノート等」 

・ルールは定まっているか 

・既習を振り返ることができるか 

・考え等を表現できる場はあるか 

・課題追究や解決等に活用できるか 

・学びの変容が見られるか   等 

「学習ルール」 

・あたたかい雰囲気に資するか 

・子どもたちが納得しているルール

となっているか 

・声掛けや掲示等を行いルールの

浸透を図っているか 

・ルールに沿った姿を価値付け、

全体に伝えているか 

・子どもは「学習ルールがあると

『わかる・できる』ようにな

る」と、良さを実感しているか  

等 

「発問等」 

・授業者が話しすぎていないか 

・常に全体に目を配っているか 

・ねらいの実現と子どもの実態に即

しているか 

・全体化や焦点化を図る声掛けは 

・子どもを認める声掛けは  等 

 

授業におけるルールについては、

「子どもたちがその良さを実感して

いるか」がポイントとなります。ル

ールを守るように声をかけ、できて

いる姿を認めても「このルールを守

ることは自分にとって意味がある」

と感じていなければ浸透しません。

ルールを掲示することや「ルールを

守ろう」と声をかけることも大切で

すが、「良さを実感できるようにす

る」ことをより重視しましょう。ま

た、学級や学年目標の実現に向けて、

学級や学年全体の努力や成果を認

め、価値付けることも大切です。

「このルールを守るとクラスがより

成長できる」という実感は、ルール

の浸透に大きな役割を果たします。 
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学習のルールを決めて教室に掲示

したり、指導したりしているので

すが、なかなか浸透しません。 

いつも板書に悩んでしまいます。

子どもたちは黒板に書かれている

ものをノートに写すことで、満足

してしまっているようで・・・。 

個別に支援を要する場合、「つま

ずきの原因」をよく分析して、手

立てを検討することが必要です。

例えば課題を捉えやすくするため

に視覚化したり、発問を焦点化し

たりすることなどが考えられます。

また、「わからない」と安心して

言える雰囲気づくり・学級づくり

も大切ですね。 

 

 

 

 

 



 授業改善は子どもの姿を通して行います。新学習指導要領には右欄

の記載があります。評価につきましては、平成 28 年 12 月の中央教育

審議会答申において「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学

習に取り組む態度」の 3 観点に整理することが提言されています。新

学習指導要領解説総則編には、資質・能力のバランスのとれた学習評価

を行っていくために、指導と評価の一体化を図る中で、次のような評価

の対象（「論述やレポートの作成，発表，グループでの話合い，作品の

制作等といった多様な活動」）を示しています。各教科等における評価

は平成 30 年度以降に行われる文部科学省からの説明を踏まえて行うこ

とになります。道徳科については右欄のような報告があります。 

 また、子どもの姿を通して授業を振り返り、「どこが課題となって

いるのか」について考える必要があります。これまで「学級経営・現

状把握」「１つの活動」「１（数）時間の授業」「１単元（題材）」

「実際の授業場面」と授業を分析してきました。例えば「話合い活動

に課題を感じている」場合、どこに課題があるかを分析する必要があ

ります。下の図を参考に、自分の課題が「どこにあるか（どことどこ

なのか）」をチェックしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 「Ｃ」：子どもを見取る 授業を振り返る Ａ 
Ｐ 

Ｄ 
Ｃ 

児童（生徒）のよい点や進歩の状

況などを積極的に評価し，学習し

たことの意義や価値を実感できる

ようにすること。また，各教科等

の目標の実現に向けた学習状況を

把握する観点から，単元や題材な

ど内容や時間のまとまりを見通し

ながら評価の場面や方法を工夫し

て，学習の過程や成果を評価し，

指導の改善や学習意欲の向上を図

り，資質・能力の育成に生かすよ

うにすること。 

新小学校学習指導要領解説 

総則編 第３章（中学校も同文） 

資質・能力の三つの柱や道徳的判断

力、心情、実践意欲と態度のそれぞ

れについて分節し、観点別評価（学

習状況を分析的に捉える）を通じて

見取ろうとすることは、児童生徒の

人格そのものに働きかけ、道徳性を

養うことを目的とする道徳科の評価

としては、妥当ではないことに留意

する必要がある。 

「特別の教科 道徳」の指導方

法・評価等について」（報告） 

５．道徳科における評価の在り方 
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左図の太枠の「話合いの手立て」

も大切ですが、その上下に示した「話

合いに関わる事項」も考える必要が

あることが分かります。例えば話合

いの手立てはできていても、その時

間の授業の流れに課題がある場合

は、話合い活動がうまくいかない、

ということも考えられます。 

振り返りの視点 

・・・ 

単元（題材）の構成 

話合いの 

前の活動 

その活動の 

ねらい 

・・ 

１時間目 

本時目標 
・・・ 

単元（題材）目標 

☆話合い 

話合いの 

ねらい 

○時間目 

本時目標 

学級経営 

現状把握 

１（数）時間の授業の流れ 

単元（題材）の流れ 

話
合
い
が
・
・
・ 

・話合いの論点 ・板書 

・ルール ・意欲  

・教師の整理の仕方 等 

・「話合い活動のねらい」は適切か 

・話合いの前の活動は話合いの 

必要性を生んでいたか 

・１（数）時間の授業の流れ 

（学習過程）は適切か 

・単元（題材）目標の実現に 

対して本時目標は適切か 

・話合い活動は本時目標の 

実現に必要な活動か 

・学習ルールのよさの実感は 

・あたたかい雰囲気の中、認め 

合う学級となっているか 等 

・単元（題材）の流れは単元 

（題材）目標に対して適切か 

・学習指導要領に基づく単元 

（題材）目標の設定は適切か 



 日々の授業や研究授業等で自分の授業を振り返ったり、同僚から課

題点を指摘されたりして「自分の授業は○○が課題と言えるな・・」と

感じるところから、授業力向上の営みは始まります。逆に、子どもたち

の「わかった！」の声や、「今日の授業とても楽しかった！」の声が授

業力向上の営みを価値付けてくれます。ここまでの「Ｐ」「Ｄ」「Ｃ」

を踏まえて、次の授業をよりよくするための改善点を明らかにし、子ど

もの実態に応じた授業改善を図りましょう。そこで「自分で考える」と

いう視点と、「アドバイスを受ける」という視点で見ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 「Ａ」：次の授業の改善に向けて Ａ 
Ｐ 

Ｄ 
Ｃ 

 

 コラム   「同じでえす」は本当に同じ？ 

ある発言に対して「同じでえす！」とクラスの大勢の反応がある授業を、

特に小学校で目にします。本当に「同じ」でしょうか。また、「同じではな

い考え」をもっている子は、自分の考えを発言する雰囲気にいると言える

でしょうか。他者の発言を踏まえ、自分の考えを見つめることは大切です。

しかし「同じでえす」の大合唱に負けて、「自分の意見はみんなと違うから、

間違っているんだ。」と思ってしまう子がいたら・・・。多様さを認める視

点からも、学習ルールを見直してみてください。 

「自分で考える」 

○明日の授業ですぐに取り組めること 

・参考になる作品や活動例等を掲示する   

・子どもが意識できるよう課題を黒板に示す 

・子どもの発言を教師が復唱しない 

・課題に対する自分のめあてを考える時間を確保する  

・安全に活動できるよう注意点を示す     等 

○これから意識して取り組んでいくこと 

・学習指導要領から単元（題材）の目標を考え、授業を計画する 

・目標や子どもの実態に応じて適切な学習形態を選択する 

・学習ルールについて見直す 

・子どもの様子を把握するための見取り方を工夫する    等 

「アドバイスを受ける」 

○アドバイスを受けるにあたって 

・自分の課題がどこか「まずは自分で」考えて整理しておく 

・授業例で具体的に示せるように、状況等を整理しておく 

・クラスの実態等を伝えるために最近の様子等を整理しておく 

○多様なアドバイス 

・同じ学年や教科の先生だけでなく、様々な立場の方からアドバイ

スを受ける 

・校内や他校の授業公開では、自分の課題に基づき授業を参観した

り、研究協議で質問したりしてアドバイスを受ける    等 
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調査・基礎研究教員アンケート 

「授業等について相談を受けてア

ドバイスを行う時の悩みは？」 

に対する回答例 

○「（相談者本人が）何が課題なの

か、わからないとき。」 

○「子どもの様子等がわからないと

答えようがない・・・。」 

○「クラスや子どもの違いにより、

アドバイスが適切かどうかわか

らなくなる。」 

これらから、アドバイスを受ける

際には自分の考えや課題、子ども

の状況等を整理しておくとよいこ

とが分かります。 

※これ以降の二重線枠（この欄の

枠）は同アンケートの回答です。 

子どもが発言したことを、ついそ

のまま繰り返してクラスみんなに

伝えてしまいます。また、子ども

たちがわかっているかどうか不安

で、つい私の説明が長くなってし

まいます・・・。 

美術科の授業では、子どもたちが

思いつく前に、つい私が説明して

しまっています。子どもたちの思

いを引き出せているか心配で

す・・・。 

改善すべき課題がない授業はあり

ません。日々の授業を通して、子

どもの姿から「自分で課題を感じ

る」ことが授業改善の始まりと言

えます。常に授業改善を行う意識

をもちましょう。 



調査・基礎研究教員アンケートから右欄の回答が見られました。経験

の浅い先生が増える中、授業について助言をしたり、情報を伝えたりす

ることは、経験年数を問わずこれまで以上に重要になります。授業者

（相談者）が「アドバイスを受け入れる」ことを前提に考えると、「授

業者の立場に立ったアドバイス」が必要です。また、アドバイスする側

にも、回答例が示すように、「不安や悩みを抱えつつ、日々の授業アド

バイスを行っている」という回答が多くありました。「自信がないまま

アドバイスをする場合がある」という姿が浮かび上がってきます。これ

からは経験の浅

い先生が、自分よ

り経験の浅い先

生に授業につい

て助言する、とい

う場面もさらに

増えていきます。

その時に「アドバ

イスの根拠とな

るもの」が明らか

になっていると、

アドバイスもし

やすくなると考

えられます。 

「小（中）学校学習指導要領解説 総則編」の「第１章 総説」に

は、右欄のように示されています。「資質・能力の育成に視点を置い

た授業改善」という点を考えますと、授業者として授業技術を身に付

けることのみが目的ではなく、時代の変化を捉え、地域や学校、子ど

もたちの実態に応じて常に「授業を改善し続ける」姿勢が求められる

と言えます。経験の浅い先生が増える中、「授業についてアドバイス

を行う」ことだけでなく、授業者自らが「授業改善をし続けるという

姿勢」を身に付けられるようにすることも必要です。そこで、カリキ

ュラムセンターでは「授業アドバイス」について研究し、ｐ.21で示す

「３つの手立て」で行うことを考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 授業改善に向けて  ＝授業についてアドバイスする側として＝ 

「ご自身が授業について相談した

時に『こんなアドバイスの仕方が

うれしかった』というものをお答

えください」 に対する回答例① 

 

○「こちらを受け止め、押し付けで

はないアドバイスをもらえた時」 

○「自分が大切にしていることを認

めてもらった時」 

○「親身になって聞いてくれた時」 

 

「授業について相談を受けてアド

バイスをする時の悩みは？」    

に対する回答例② 

 

○「自分の経験に裏付けがなく不安」 

○「自分の助言が正しいのか迷う」 

○「自分が行ってきたことが正しい

のか、あっているのか・・・」 

 

授業の方法や技術の改善のみを意図

するものではなく，児童生徒に目指

す資質・能力を育むために「主体的

な学び」，「対話的な学び」，「深

い学び」の視点で，授業改善を進め

るものであること。 

新小学校学習指導要領解説 総則編 

第１章 総説（中学校も同文） 

 

授業者（相談する側） 

相談したい 

教えてほしい 

認められるとうれしい 

アドバイスする側 
伝えたい 

経験がなく不安な人も 

教える根拠が欲しい 

相手を認めつつ 

根拠を明らかにして 

アドバイスを 
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 コラム 「質問したい」「聞きに来てほしい」 

経験の浅い先生が先輩の先生に質問しようとするときに「○○先生は

忙しそうで声をかけづらい」と思ってしまうことがあります。また、ベ

テランの先生は「最近の若手の先生は、質問しに来ない」と思っている

面もあります。この解決には「日頃から話しやすい雰囲気をつくる」「学

年会や教科会で質問の時間を確保する」「机上の整理等、落ち着いた雰

囲気づくりを心がける」等、各学校の実態に応じて「相談しやすい」「相

談を受けやすい」雰囲気づくりに努めることが求められます。 

このページ以降の記述では「アド

バイスする側」と「授業者」という

記載をします。この「授業者」は

「相談者」を指します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「授業者自らが、自身の授業づくりのＰＤＣＡサイクルをレベルア

ップするための手助けを行う」（下図）と捉えるとイメージがしやす

くなります。次に向けて同じレベルで（下向き矢印）授業づくりのＰ

ＤＣＡサイクルを行うのか、少しレベルを上げたＰＤＣＡサイクルに

向かう「上向き矢印」を生み出すか。この「上向き矢印」を支援する

ことに、授業改善について共に取り組む「授業アドバイス」の役目が

あります。「答申」には右のような記述があります。授業アドバイス

の全体像は「お互い

を受け入れ、認め合

う雰囲気の中で、新

学習指導要領に基づ

いた具体的なアドバ

イスを行い、『次につ

ながる改善策』を考

えられるようにする

こと」と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業アドバイス ３つの手立て 

（１）信頼関係をベースにした雰囲気づくり 

○教員アンケートには「一緒に考えてくれるとうれしい」「自分の考

え等を認めてもらえるとアドバイスが受け入れやすい」という回

答が多く見られます。 

○授業者（相談者）のクラスの子どもの姿等をよく把握して具体的

に認めることが大切です。 
 

（２）新学習指導要領に基づく具体的なアドバイス 

○「具体的なアドバイス」「具体例、具体物」がうれしいという回答

が多くありました。 

○アドバイスの根拠を明らかにすると伝わりやすくなります。 

○単元（題材）などの「まとまり」を意識して、「本時目標」などの

「ねらい」を大切にしてアドバイスを行います。 

○授業者の思いを生かしながら「対話的に」アドバイスを行えると

よいですね。 
 
（３）授業者自ら「次への改善策」を考える場の設定 

○授業者が「次の授業は」「次の単元（題材）では・・・」と自ら考

えられるようにしましょう。 

○アドバイスする側が「次はどうしますか」と問うことも有効です。 

学びの質を高めていくためには、

（略）「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けて、日々の授業を改善

していくための視点を共有し、授業

改善に向けた取組を活性化していく

ことが重要である。 

「答申」第４章 
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Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

授業アドバイス 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

先輩から話を聞きたいし、授業も見

せてもらいたいけれど・・・。 

若手の○○さんに「大丈夫？」と

聞くと「大丈夫です。」と言われ、

それ以上授業について話せなくな

り・・・。でも少し心配です。 

私自身がそんなに経験がないので、

後輩の先生から相談されたときに

は、一緒に考えたり、詳しい先生

に一緒に質問しに行ったりしてい

ます。 

具体的な取組は次ページ以降に掲

載していますが、ここでは、まず全

体像を捉え、授業改善の視点を共有

し「授業改善に向けた取組を活性

化」することを重視してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者が自分の思いを気兼ねなく表現し、アドバイスを傾聴するた

めの場づくりは、「アドバイスをする側」こそ意識すべきです。右欄に

示した教員アンケートから、「授業者の思いや成長を認める」「一緒に考

える姿勢で話を聞き、受け入れる」ことが大切と言えます。 

 

①現状の把握        

 まずは現状を把握しましょう。「授業者との関係」をベースにして次

の 3 点で考え、実態に応じたアドバイスを心がけます。例えば「こちら

が授業を見ていない場合」は初めに「子どもの様子」等をしっかりと聞

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者（相談者）の把握 

・授業者の日々の取組の様子  

・学級経営や授業に対しての

「授業者」の思い 

・これまでの授業や学級経営

等との比較（授業づくり、

授業中の手立て）等 

子どもの把握 

・普段と、授業中の子どもの

「具体的な」様子 

・これまでの子どもの姿との

比較（授業への姿勢・取

組、目標の実現状況、友だ

ちとのかかわり方、成長の

様子） 等 

授業者（相談者）との関係 

・同じ学年・教科等担当等、信頼関係がある場合 

・同じ学校ではあるが、普段から話すというほどではない場合 

・初対面やそれに近い状況で、お互い（授業者とアドバイスする側）

をよく知らない場合 

（１）信頼関係をベースにした雰囲気づくり 

子どもの姿の良い面等を具体的に価値付ける 

例えば・・・ 

○授業者（相談者）の授業の様子を踏まえ、子どもの発言や行動等

を具体的に価値付ける。 

○授業の雰囲気や雰囲気づくりを行っている授業者の手立てを、具

体的に価値付ける。 

○授業者や子どもの思いを聞き、受け止めてから価値付ける。 

○学習規律や教室環境等の「日々の取組」を具体的に価値付ける。 

具体的な手立てに向けて 

「ご自身が授業について相談した

時に『こんなアドバイスの仕方が

うれしかった』」に対する回答例② 

 

○「自分の成長を認めてくれたこ

とがうれしい」 

○「自分の授業をベースにしたア

ドバイス」 

○「自分の思いや手立ての良さを

認めてくれた」 

-２２- 

学年等でいつも接している先生か

らの相談に対しては、子どもの様

子もよく分かっているので、すぐ

に具体的な話をすることができま

す。学年や教科等が異なる先生か

ら相談を受けた場合は、まず子ど

もの様子と、その先生の思いを聞

くようにしています。私自身もそ

うやって先輩に相談に乗ってもら

ってうれしかったので。 

 

 コラム 「教える根拠」  

アンケートには、相談を受けてアドバイスを行う時に「教える根拠があ

るとうれしい」という回答があります。「学習指導要領に・・」「答申に・・」

「・・と教わった」等、アドバイスする側が根拠を示すと伝わりやすいで

すね。また、本冊子がその「根拠の役割」を果たせれば、と願っています。 

私が初任のころ、授業を見ていた

だいた時に、その時の子どもの様

子をほめられたことがとてもうれ

しかったです。今、私より後輩の

先生の授業を見る時には、そのク

ラスの子どもの様子をよく見るよ

うにしています。そして子どもの

姿で良かったところは後輩の先生

に伝えています。そうしていると、

自分が授業を行う時も、意識して

子どもの様子を見るようになりま

した。 



②具体的に良い面を価値付ける        

 次のような点に着目して、授業者との信頼関係をベースにした雰囲

気づくりを進めましょう。授業者とアドバイスする側の関係によって

は、すぐに具体的なアドバイスを行える時もあれば、まずはじっくりと

授業者の思いを聞く場合もあると思います。また、以下のような点に着

目して価値付けを行うことも考えられます。ここでは「授業者を認め、

一緒に考える共感的姿勢」を大切にしながら、「具体的な授業アドバイ

スに向けた雰囲気づくり」という点を意識します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③授業者がアドバイスを受け入れられる姿勢        

授業者との関係性、授業を見た後でのアドバイス、授業を見ていない

時のアドバイス、授業者の経験年数等、様々な状況に応じる必要があり

ます。その中でも、「信頼関係」をベースにして「子どもの姿の良い面

等を具体的に価値付け

る」ことで、授業者は

「自分が認められた安

心感」を得ることがで

き、この後のアドバイ

スを受け入れやすい姿

勢になると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの具体的な姿 

・友達の意見を踏まえて発言していた 

・これまでに学んだ知識・技能を生かしていた 

・普段の生活と関連付けて考えていた 

・自分の思いや願いを進んで表現していた      等 

授業者（相談者）の具体的な姿 

・本時目標に基づく学習課題だった 

・具体的な指示で子どもはすぐに活動に入れた 

・板書が構造的で課題解決に生かされていた 

・単元（題材）等のまとまりを意識した授業だった  等 

学習規律等の日々の取組の成果 

・掲示されている学習ルールを意識していた 

・学習内容や場に応じた教室掲示だった 

・あたたかい雰囲気づくりを意識した手立てだった 

・子どもが学習規律の良さや自分の成長を感じていた  等 

授業者（相談者）は 

「認められた安心感」を得る 

アドバイスを受け入れられる姿勢になる 

思いや授業づくり等を価値付ける 

子ども・授業者の成長を価値付ける 

-２３- 

一緒に考える共感的姿勢について

は例えば次のような手立てが考えら

れます。 

○授業者の思いの肯定的な受け入れ 

・学級経営に対する思いを聞く 

・単元等や本時の授業計画の思いを

聞く 

・悩みや課題を肯定的に受け入れる 

・授業者の日々の取組の様子を確認

する 

○一緒に考えよう、という姿勢や声

かけ            等 

 

子どもたち同士がお互いの良さ

を認め合えるように様々な取組

を行っています。以前は授業中

に私が話しすぎている、とご指

摘いただいたので、子どもの意

見に対して問い返したり、「みん

なはどう思う？」と全体に投げか

けたりしています。 

今日の授業では、子どもたちの

発言をしっかりとつなげる先生

の言葉かけがとても良かったで

すね。どの子も安心して授業に

取り組んでいる様子もうかがえ

ました。以前の授業からずいぶ

んと良くなりましたね。 

今日の生活科のおもちゃ作りの授

業では、自分のおもちゃをパワー

アップさせようと、子どもたちは

一生懸命でしたね。「どうなると

パワーアップしたことになるのか」

を、授業の導入で明示していたか

らですね！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員アンケート（右欄）から、アドバイスを行う時には「具体例、具

体物を取り上げて改善策を示す」ことと「授業づくりや授業の考え方に

ついてのアドバイス」も求められていることが分かります。「授業づく

りの考え方」が分かれば、次は「自分で」考えることもできます。また、

ｐ.20 でも示しましたが、「アドバイスする側も根拠が欲しい」という

現状があり、経験が浅い先生が増えている今は外せない視点であると

言えます。「具体物、具体例を示しながらアドバイスを行うとともに、

『授業づくりの考え方』等に目を向けるようにする。」という方向性と、

そのための根拠となる考え方が求められます。 

 

①課題を明らかに        

教員アンケートの「授業を行う上での悩み、ご自身の課題」という

質問に対して多く見られた回答が「話合いがうまくいかない」「主体

的に取り組めるようにしたい」「板書がうまくいかない」「個人差への

対応が・・・」というものでした。ｐ.18 では「話合いに課題がある

場合」を示しましたが、例えば「主体的な取組にしたいが・・・」と

いう場合、どこに課題があるでしょうか。例えば「授業前」「授業

中」の視点で分析してみると以下のように考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主体的な取組」に向けて 

授業前           授業中 

・あたたかい雰囲気づくり 

・認め合い、受け入れる姿勢の育成 

・子どもの興味関心、必要観に基づく

学習課題 

・見通しや振り返りを踏まえた単元等

の計画 

・クラスで取り組む良さの実感 等 

・課題の明確化 

・単元等を見通す活動 

・自分の生活や将来との関連の意識 

・自分の課題としての実感 

・振り返って次につなげる場の確保 

・思考したこと等をまとめる時間の

確保            等 

 

（２）新学習指導要領に基づく具体的なアドバイス 

単元（題材）目標等の実現に向け 

対話的に話す 
例えば・・・ 

○具体的な場面を取り上げ、すぐに改善できること等について、改

善例を示しながら伝える。 

○具体的な場面を取り上げ、「改善すべき課題はどこにあるのか」

について対話をしながら共に考える。 

○年間指導計画に基づく、本時・単元（題材）目標等の実現に向け

た「単元等のまとまりを見通した授業計画」の必要性を共有する。 

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の視点で

各教科等の具体的なアドバイスを行う。 

具体的な手立てに向けて 

「ご自身が授業について相談した時

に『こんなアドバイスの仕方がう

れしかった』」 に対する回答例③ 

○「資料や板書等の具体物を見せて

もらった」 

○「授業を見せてもらった」 

○「授業中の発問や指示に対するア

ドバイス」 

○「本質的な考え方を教えてもらった」 

○「『how to』よりも考え方」 

-２４- 

視点の例としては他にも 

・「教室環境」 

・「子どもの様子」 

・「教師の動き」 

等があります。このような視点から

課題を明らかにし、ｐ.18 で示した

ように授業づくりの時系列で考えて

いくことも有効です。「本当の課題

はどこにあるのか」について、授業

者と「一緒に」考えてみましょう。 

総合的な学習の時間は教科書もな

い上に、一つの単元も長いので、

今、自分たちが何を学習している

のか、曖昧になっている様子が見

られます。 

主体的に学べていないようですね。

学習の履歴を模造紙に書いて教室

に掲示しておくと、自分たちの学習

を具体的に振り返ることができ、次

の見通しももてるかもしれないで

すね。 

 



②対話的にアドバイス       

 「課題がどこなのか」を明らかにしながら、具体的なアドバイスを行

います。「課題となっているその部分」だけを見ても、課題を解決でき

るとは限りません。「主体的・対話的で深い学び」の授業改善の視点で

単元や題材のまとまりを見通しながら、授業者の思いを受け止めつつ、

「ねらいの明確化」「子どもの把握」「よりよい手立て」についてアドバ

イスを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③各教科等のポイントを踏まえて       

 これまで見てきたように、すぐに「具体的なアドバイスを行える」場

合と、「一緒に考える」場合があります。そこでｐ.28 以降の「各教科等

のポイント」では、各教科等において「単元や題材などのまとまりを見

通した」授業づくりや授業における手立てを視野に入れたポイントを

示しました。授業者と対話をしながら、このような考え方を根拠に授業

改善を図ってください。このことは新学習指導要領解説総則編（右欄）

にも簡潔に示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「主体的・対話的で深い学び」の視点での授業改善に向けて 

・・・ｐ.６参照 

※各教科等新学習指導要領解説「指導計画の作成と内容の取扱い」

には「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、次のような

手立てや留意点が示されていますので、そちらもぜひ確認してく

ださい。 

・（略）学習を振り返るとともにそれを考察し，課題を修正したり新

たな課題を設定したりするなどの主体的な学びを促すこと。（中 

保健体育） 

○「ねらいの明確化」・・・ｐ.14～16参照 

・学校教育目標等の実現に向けて計画した年間指導計画に基づき、単

元（題材）目標等を明らかにします。次に、単元（題材）目標等を

踏まえて本時目標を明らかにします。さらに、本時目標の実現に向

けて、各活動のねらいを明らかにしながら学習活動を考えます。 

○「子どもの把握」・・・ｐ.13、17参照 

・子どもを授業者以外の目で見ることも有効です。よりよい支援に生

かすために多角的に見つめます。 

○「よりよい手立て」 

・ねらいの実現に向けた手立て、本時の取組、授業者が課題と感じて

いるところはどこかを再び考えます。・・・ｐ.13～18参照 

・各教科等のポイントに沿って考えます。・・・ｐ.28～ｐ.33参照 

・指導案から授業改善を考えます。・・・ｐ.34参照 

ここでは本冊子内の参照ページを

示しましたが、各教科等における授

業改善の具体的な視点については、

新学習指導要領の各教科等の解説を

ご確認ください。各教科等の解説に

は、具体的な手立てや留意事項等が

示されていますので、授業について

話し合う時にはいつも手元に置いて

確認していくことが大切です。また

本市で毎年発行しています各教科等

の実践事例集には、実際の子どもの

様子や単元（題材）におけるポイン

ト等も示されていますのでご活用く

ださい。 

主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善を考えることは単元

や題材など内容や時間のまとまりを

どのように構成するかというデザイ

ンを考えることに他ならない。 

 

新小学校学習指導要領解説 

総則編 第３章 （中学校も同文） 

 

-２５- 

先日、後輩の先生から授業につい

て相談を受けた内容が、私の悩み

と重なっていたので、お互いの悩

みを出し合いながら一緒に考えま

した。p.14～p.16 にあるような

「ねらい」がはっきりしていない

ことが分かりました。「この活動

を通して、子どもたちがどうなれ

ばよいのか」ということを意識し

て、これからの授業を考えていこ

う、と話し合いました。私も自分

を振り返ることができ、次の取組

に生かすことができました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 教員アンケート（右欄）から、「考え方」を学べたアドバイスも効果

的であることが伺えます。授業づくりや授業改善はやはり「授業者」が

「自ら」行うことが必要であり、「授業者が自身の授業を見つめ、自ら

考え、改善を図り、実践している姿」は「授業力向上」に不可欠です。

「経験の浅い先生には『自ら考える』という『授業づくりの基本』を身

に付けてほしい」というのは各学校の願いと言えます。教員アンケート

の回答にも経験の浅い先生自らが力を付けることや自ら考えることの

大切さについての回答例が見られました。このことは「答申」（以下）

に明確に示されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者が「自ら考え改善する」ことが授業者のあるべき姿、と言えま

す。その姿を価値付けることで「改善し続ける」姿勢の育成を目指しま

す。ある特定の指導法のみに固執することなく、ねらいと子どもの実態

とを考え、指導法を自ら改善し続ける姿が、さらに求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化を見通せないこれからの時代において、新しい社会の在り方を

自ら創造することができる資質・能力を子供たちに育むためには、

教員自身が習得・活用・探究という学びの過程全体を見渡し、個々

の内容事項を指導することによって育まれる資質・能力を自覚的に

認識しながら、子供たちの変化等を踏まえつつ自ら指導方法を不断

に見直し、改善していくことが求められる。 

「答申」 第７章 どのように学ぶか  

１．学びの質の向上に向けた取組 

（３）授業者自ら「次への改善策」を考える場の設定 

授業者自身が考えた 

「次への改善策」を価値付ける 
例えば・・・ 

○授業者自身が「次の授業」「次の単元等」に対して課題意識をも

ち改善策を考えられるようにする。 

○課題となっていた点を踏まえて「何を」「どうするか」と具体的

に考えられるようにする。 

○必要に応じて「次の授業では？」「次の単元はどのように計画し

ますか？」等の問いかけも行う。 

○これらを通して授業者自身が考えた「次への改善策」を価値付ける。 

具体的な手立てに向けて 

-２６- 

経験の浅い先生が、さらに経験の

浅い先生にアドバイスを行う場面

も増えてきました。子どもの実態

を一番知っているのは「授業者」

の先生です。先生方一人一人が

「子どもの実態を踏まえて」「自

らの授業を自ら改善する」ことこ

そ、最も求められる姿ですね。 

 

 コラム 「改善し続ける」 

 社会の変化に対応できる子どもの育成のためには、教師が変化に対応でき

る必要があります。「答申」（本冊子ｐ.35）にもあるように、「型をなぞるこ

とが目的」となることのないよう、資質・能力の育成に向け、子どもの実態

に応じて柔軟に指導方法を改善して行く姿勢が必要となりますし、指導方法

について教職員同士で話し合うことも、授業改善にとって有効ですね。 

「ご自身が授業について相談した時

に『こんなアドバイスの仕方がうれ

しかった』」 に対する回答例④ 

○「考えさせてくれるようなアドバ

イスがうれしかった」 

○「答えのみでなく、どのように考

えればよいか気づかせてくれた」 

 

他にも 

○「経験の浅い先生が力をつけるこ

とが課題の昨今・・」 

といった「知見の継承」の必要性を

示した回答や、 

○「『どうすればいいですか？』と

いう質問には『どうしたいです

か？』と返しています」 

といった「授業者自身が考えること

の大切さ」を示した回答があります。 

音楽の鑑賞で悩んでいます・・・。 

子どもが音の何を知覚し、何を感

受したかが大切です。音楽を聴い

て、聴き取ったことと感じ取った

ことを教師が整理して示すと、子

どもの語いも増え、他者と思いを

伝え合うことができるようになり

ますね。次の鑑賞の授業はどのよ

うな計画を考えていますか？ 



①自ら「次は・・・」と考えられるように       

具体的なアドバイスを受けて「明日の授業では・・」「次の○○科の

授業では・・」「次の単元計画では・・」と「授業者自ら」が考えられ

るようにすることが大切です。その手立てとして次のようなものが考

えられます。点線枠内はアドバイスする側の問いかけ例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「次への改善策」を価値付ける       

授業者（相談者）が自ら考えた「次への改善策」についてｐ.24、

25 で示した内容や、ｐ.28 以降の「各教科等のポイント」等を参考に

価値付けます。「自ら考えた」という行為を価値付けることも大切で

す。また改善策に再考が必要な場合もあります。その時は再度アドバ

イスをすることも考えられます。以下は、次時に行う「興味関心に基

づく学習課題の設定のための手立て」の例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すぐに意識・改善できること 

・授業者が発言を復唱しない 

・本時の課題を板書する 

・授業規律について指示する 等 

等 

明日すぐにできることは？ 

これから気を付けることは？ 

次の授業計画 

・主体的に取り組める場づくり 

・本時目標を明らかにした計画 

・課題解決に向かう学習活動 等 

等 

次の単元（題材）の計画 

・単元等を見通した目標の実現 

・学習指導要領からの目標設定 等 

学習課題への子ども

たちの興味関心の低

さが課題だ。 

学習課題への子ども

たちの興味関心を高

めたい。 

まず子どもたちに「調べたいこ

とは何か」を考えさせてから学

習課題を設定します。 

ねらいの実現に向け、身近な

事例を示して必要感を高め、

課題を設定します。 

次時の目標（ねらい）は？ 

どんな活動を行う？ 

 

次の単元等の目標は？ 

どんな内容・素材を扱う？ 

左記のような問いかけを行うには、

アドバイスする側として以下の点に

留意する必要があります。 

・「次」について考えられるよう

に、これまでのアドバイス内容を

振り返る。 

・授業者（相談者）が一番課題とし

ていたところで「次の・・」を一

緒に考えるようにする。例えば

「単元計画に課題があった」授業

者（相談者）については「次の単

元計画ではどこに気を付けます

か？」等、アドバイスする側から

問いかける。 

・授業者（相談者）自らが「次への

改善策」を考えることが目的であ

り、「自ら考えられるように」す

るための手立てを行う、という姿

勢を大切にする。 

ねらいに即した身近な事例

は、これからの自分のあるべ

き姿を考えることにもつなが

る良い手立てですね。 

子どもの思いだけで課題を設定

すると「本時目標の実現」が見

込めないことがあります。そう

ならないように・・☆ 

左図太枠の続き（☆）として、ど

のようなアドバイスが考えられるで

しょうか。 

○次時の目標はどのようなものです

か。 

○次時の目標の実現に向けた学習課

題例はどうなりますか。 

○その課題設定のための手立てをど

うしたらよいでしょうか。 

等が考えられます。 

 

 -２７- 

そのようにするとよいですね。合

わせて、図や式を関連付けて課題

を追究することを重視していくと

よいですね。 

数学の授業で、説明する子どもが

限られてきてしまっていて・・・。

次時は、話し合う視点を明確にし

て、子どもの説明をつないでいく

ことを意識します。 



 

 

ここでは、各教科等における授業改善の手立てを示すために、「各教科等のポイント」を

集めました。例えば指導案を検討する際に、例えば授業アドバイスをする際に、「まずはこ

こを確認」という点を「３つのポイント」に絞って掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 各教科等における授業改善の手立て 

１ 各教科等の「３つのポイント」 

 

 

 

○ ○ 

・・・・  ・・・・  ・・・・ 

 

・・・・・・・・・・ 

①・・・ ②・・・ ③・・・ 

「３つのポイント」のうち、③は各教科等における「深い学び」

につながる手立て等を踏まえてまとめてあります。 

 
 
 
  

 

社 会 

 単元目標や本時目標の実現に向

けて、学習課題（学習問題）を

設定するための手立てを考え、

課題を追究、解決するにあたり

適切な学習活動（調べる・考え

る・話し合う等）を選択し、学

習過程を考えます。本時の評価

規準では「本時目標を実現した

状況」を具体的に示します。 

単元目標・本時目標の実現に向け「課題を追究したり解決したりする活動」を行います。

「単元後・本時後の子どもの姿」を明らかにしてから、単元や本時を計画します。 

②課題を追究したり解決した

りする学習過程の展開 

 単元や本時の学習課題（学習問

題）に対する「まとめ（解決等）」

では、「社会的な見方・考え方を

働かせ」て課題を追究し考察・構

想したこと等を子ども一人一人が

「課題に正対して」書けるように

指導します。そのためには「既習

事項の活用」「板書」「時間の確

保」等も重要です。 

 

①ねらいの実現のための資料

や学習活動等 

③課題に対する「まとめ」を

書く活動の設定 

社会科では写真やグラフ等の活

用、話合いや見学等多様な学習

活動が考えられます。その際は

「この写真どう使う？」と考え

るのではなく、「○○に気づか

せるためにこの写真を使おう」

と活動のねらいを初めに明確に

し、その実現に向け適切な資料

や学習活動等を考えます。 

-２８- 

各教科等に共通して 

資質・能力の育成に向けて、年間指導計画や単元（題材）などのまとまりを見通して、単元（題

材）目標や各時間の本時目標を明らかにします。その上で、単元（題材）目標や各時間の本時目標

の実現に向け、授業を計画します。詳しくはｐ.１６をご覧ください。 

 
 
 
  

 

国 語 

 子どもたちが「話すこと」「聞く

こと」「書くこと」「読むこと」

のよさや学ぶ意義を実感して、

単元の目標の実現に向かう授業

を工夫します。思いや考えを言

葉で伝え合おうとする意欲や読

書に親しむ態度などは、生涯に

わたる能動的な学びへとつなが

っていきます。 

②言葉を使うことのよさや学

ぶ意義を実感できる授業 

 

 国語では、言葉を通じた理解や

表現と、そこで用いられる言葉

そのものが学習対象です。です

から、学習の過程で子どもたち

が言葉の意味や働き、使い方等

に着目して言葉と言葉や対象と

言葉との関係を捉えたり問い直

したりして、言葉への自覚を高

めることが重要です。 

①目標を実現するための言語

活動と学びの自覚 

③言葉に着目し、言葉を自覚

的に用いる学習活動 

言語活動を通して「国語で正確

に理解し適切に表現する資質・

能力」を育てるために、目標と

する資質・能力の育成に有効な

言語活動や手立てを設定します。

学習の見通しをもつことや振り

返りを大切にし、子どもたちが

学びを自覚し、次に生かす意欲

をもてるようにします。 

身に付けさせたい資質・能力を明確にし、単元を通して力が付くように計画します。言葉

を用いての正確な理解や適切な表現ができる資質・能力の育成を目指します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

理 科 

既習内容や生活経験との比較か

ら、疑問が生まれるような、自

然の事物・現象との出会い、体

験（自由試行）の場を単元や授

業のはじめに工夫して設定しま

す。ここで、子どもが解決した

いと思う意味のある問いや課題

が生まれることが、学習の見通

しにつながります。 

 

領域ごとに特徴のある見方(地球：「主として時間的・空間的」等)と、学年ごとの重き
を置く考え方(「差異点や共通点を基に問題を見いだす力」等)を働かせて、見通しをも
って観察、実験を行い、問題を科学的に解決するための資質・能力を育てます。 

 

①疑問が生まれる自然の事物・

現象との出会い 

②目的意識を大切にした観察・

実験と表現の場と時間の保障 

 

③子どもが学びを振り返り、

学びを自覚できる授業 

 
 既習内容を手がかりにすれば問

題解決につながると考え、子ど

も自身が振り返って活用しよう

とする見通しが大切です。活用

する過程で自分の考えの変容、

学びによる成長を自覚したりす

ることのできるノートやワーク

シート、掲示物(主に小学校)に

することが大切です。 

 

 
 
 
  

 

生 活 

「見る、聞く、触れる、作る、

育てる、遊ぶ」など、対象に直

接働きかける学習活動を前提と

するのが生活科の学習です。活

動や体験をたっぷりと行うこと

で、子どもの中に気付きの種が

豊かに生まれていきます。 

 その学習活動は本当に子どもが

「やってみたい！」と思えるも

のになっているでしょうか。目

の前の子どもの思いや願いを見

取り、そこに教師の願いを重ね、

そこから単元を組み立てていき

ます。 

「はじめに子どもありき」の学習。豊かな体験や活動を通し、その中で子どもの思い

や願いをとらえて、生活を豊かにしていく中で、資質・能力を育んでいきます。 

①具体的な活動や体験を充

実させる 

 

②ねらいに向け子どもの必要感

から単元（本時）をつくる 

 

③一人一人の子どもが自分と

の関わりで対象をとらえる 

 
 そのために①試行錯誤や繰り返

す活動を設定②伝え合い交流す

る場の工夫③振り返り表現する

場の設定④子どもの多様性を生

かした授業デザイン、を心がけ

ていきます。 

 

-２９- 

 
 
 
  

 

算数・数学 

 「課題提示」から学習の見通し

をもたせることが大切です。そ

の際、「答えがどのくらいにな

るのか（結果の見通し）」、「ど

のような方法が使えそうなのか

（方法の見通し）」の２つの見

通しをもたせて、問題の解決に

取り組みます。 

 

指導の系統や単元のつながりを明らかにして、数学的活動を行います。単元で大切に
する数学的な見方・考え方を明らかにした上で、見通しを立て、問題を解決したり、
解決の過程を振り返ったりする等の活動を大切に指導します。 

 

②課題提示から見通しをもた

せる学習活動の充実 

 一人一人を評価するためには、

授業のまとめで類似問題、適用

問題に取り組むことが大切です。

本時の評価規準に則った問題を

設定し、そのための時間を確保

します。その際、授業を振り返

ることができる板書やノートに

することが大切です。 

 

①問題解決的な学習過程によ

る授業展開 

 

③学習内容を振り返る活動

「適用問題」の設定 

「課題提示」から「問い」をもち

「個人追究」、「グループ追究」「全

体追究」の場面を設定して、ねら

いに迫ります。授業を組み立てる

ときは、この逆の流れで考え、そ

れぞれの活動が「ねらい」に迫る

ように意識します。どの授業でも

問題解決的な学習過程を意識した

授業にします。 

 

 観察・実験は目的意識をもって

自然事物・現象に働きかける活

動です。結果の表現の仕方や得

られる考察は、子ども一人ひと

り少しずつ違うはずです。その

表現の場と時間を保障します。

そして、表現から何がわかって

何がわからないのかを見取り、

次の手立てへとつなげます。 
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音 楽 

 分かるようになることやできるよ

うになることは、子どもにとって

大きな喜びであり、その後の学習

の深まりにつながります。基礎的

な知識や技能を関連付けながら音

楽を表現したり、鑑賞したりする

ことが大切です。子どもとしっか

りと向き合い、個々の学習の状況

を把握し指導につなげます。 

 

子どもが音楽の何を知覚し、何を感受したのかを把握し、音楽を豊かに表現したり 

聴き深めたりします。音楽のよさや美しさを感じる取る豊かな感性を目指します。 

②知識・技能を関連付けた学

習活動 

音楽を知覚・感受したことを共有

したり、共感したりするための活

動を充実させます。音楽表現を工

夫したり、音楽のよさや美しさを

音や言葉で他者と交流したりする

中で、子どもが試行錯誤する学習

過程を大切にします。さらに、表

現と鑑賞の領域を関連付けること

で音楽的な学びが深まります。 

 

①音楽の楽しさを伝えるため

の手立て 

③音楽的な学びを深める学習

過程 

子どもが主体的に表現や鑑賞の

学習ができるように、楽器や楽

譜、視聴覚教材等の事前の準備

を整えます。また、必然性のあ

る活動になるような発問や活動

の手立てを工夫します。教師自

身が音楽を楽しみながら授業を

進めることで、子どもにも音楽

の楽しさが伝わります。 

 

 
 
 
  

 

図工・美術 

 課題を与えるだけでは、子ども

が主体的に活動に取り組むこと

はできません。子どもにとって

必然性を感じるような題材の設

定や、生活との関わりを意識す

ることが出来るような導入の工

夫が大切です。子ども自ら表現

したいと思えるような活動につ

なげます。 

子どもが主体的に活動し、自分のイメージをもちながら、意味や価値をつくりだし

ていけるような授業展開を工夫します。 

①子どもが自ら表現したいと

思える活動 

身近な形や色に興味をもったり、

生活の中に生かしたりしようと

する態度を育てるような授業の

工夫が大切です。そのために学

習過程において形や色の特徴を

捉えるなどの活動を行い、子ど

もがそのことを意識して、表現

したり、感じ取ったりすること

ができるようにします。 

②つくりだす喜びを感じられ

る授業 

③生活や社会の中の形や色彩

等と豊かに関わる授業の工夫 

表わしたいことを自分が思った

通りに表せるようになることで

創造的な技能が十分に発揮され

ます。道具や用具を何度も試す

ことができる環境の設定や、子

どもが材料や用具を扱う楽しさ

を味わうことで、つくりだす喜

びを一層感じられるような指導

の工夫が必要です。 

 
 
 
  

 

家庭・技･家 
（家庭分野） 

 実物を確かめ、実験・実習、調

査等を通して、「何となく分か

る」から「分かった」になるよ

うにします。ペアやグループで

お互いに意見を交流することで、

自分の考えをより深め、もっと

伝えたいという思いをもたせ、

自分の生活に生かせるようにす

ることが大切です。 

 

生活の中から問題を見出し、解決すべき課題について多角的にとらえられるようにし 

ます。生活に活用できる知識・技能を習得するために、実習や調査、交流活動などを 

とり入れた授業展開を工夫するようにします。 

 

②実感を伴った学び、気付き

を共有できる場の設定 

題材を通して習得した知識・技

能がより定着するように、家庭

や地域との連携を図り、長期的

に実践できるように計画します。

実践した後は、報告会の実施や

実践カードを掲示するなどして、

主体的に自分の生活をよりよく

しようと工夫し創造する力を育

てていきます。 

 

①学習意欲につながる導入や

発問の工夫 

③家庭や地域との連携を図り 

継続して実践できるように 

題材を通してどのような力を身

に付けてほしいのか、学習のね

らいを明確にした授業にします。

そのためには、生活の中から問

題を見出し、「なぜ？」「知りた

い」「やってみたい」「できるよ

うになりたい」と思えるような

導入や発問の工夫を考え、学習

意欲をもたせます。 
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技術・家庭 
（技術分野） 

 子どもが生き生きと学習に取り

組めるように、知識や技能の習

得の場面で実践的・体験的な学

習活動を充実させます。また、

授業の中にペアやグループでの

学習を取り入れ、お互いの意見

を交流したり、協働したりする

ことで自らの考えを深めさせま

す。 

 

子どもが積極的に学習に取り組めるように、ねらい（目標）を明確にした授業を 

計画し、実践的・体験的な学習活動を充実させます。子どもの考えを広げたり深 

めたりするために学習形態も工夫します。 

 
②実践的・体験的な活動の 

充実と学習形態の工夫 

社会や生活の中から問題を見出し

て課題を設定し、解決に向けて取

り組む学習活動においては、「技

術の見方・考え方」を働かせ、最

適解を考えさせるようにします。

そのためには、技術の視点で生活

や社会を深く見つめさせ、「技術

の見方・考え方」に気付かせてお

くことが重要です。 

 

①ねらい（目標）を明確にし

て授業を計画する 

③「技術の見方・考え方」を

働かせる活動の設定 

 
本時のねらい（目標）を明確にし

て、そのねらいを達成するために

必要な指導方法や評価方法を検討

します。効果的な学習を行うため

にＩＣＴ機器を活用する場面や板

書等について計画するとともに、

授業に必要な教材についても検討

し、安全指導が必要な場面も確認

しておきます。 

 
 
 
  

  

体育 
保健体育 

 本時の学習の柱となるねらい（目

標）を設定し、そのねらいを達成

するための課題（めあて）を個々

に持たせます。ねらいを達成する

ための授業が展開されているか、

ねらいは学習指導要領の内容を身

に付けるものになっているかが大

切です。できばえが個々に違うの

で、課題も個々に違います。 

 

何を身に付けさせるのか、ねらいを明確にした授業を展開します。運動量の確保から

体力を向上させることも大切です。また、深い学びにつなげるために、保健や体育の

「見方・考え方」を働かせた授業を展開します。 

 
②本時のねらい（目標）を明確にし 

課題（めあて）を持たせる 

体育の「見方・考え方」を働か

せて学習を進めます。保健は、

学習したことを実生活に生かす

こと、体育は豊かなスポーツラ

イフを実現する観点を踏まえ、

自己の適性に応じた『する・み

る・支える・知る』の多様なか

かわり方と関連づけながら学習

を進めることが大切です。 

 

①指導計画と評価計画を 

きちんと立てる 

③学習方法を工夫する 

 

単元を通して、何を身に付けさせ

るのか、いつ、何を、どのように

評価するのかを明確にします。ま

た、子どもの具体的な姿をイメー

ジして計画することも大切です。

そうすることで、実態に即した指

導ができます。運動量を確保し体

力の向上も必要です。計画を立て

るときに配慮して下さい。 

 
 
 
  

 

外国語 
外国語活動 

 コミュニケーション能力の育成

には、子ども同士のかかわりあ

いが授業の中に仕組まれている

ことが必須です。教師→子ども

の一方向で行われるだけの活動

のみにならないよう、子ども同

士がかかわり合いながら英語を

使う場面を設定することが大切

です。 

 

コミュニケーション能力を養うため、ねらいを明確にし、言語活動を通して、主体的

に外国語を用いてコミュニケーションを図る場面のある授業を目指します。 

①子ども同士の関わりあい（協働的

な学び）を意図的に取り入れた授業 

学習した表現を実際のコミュニ

ケーションで使えるように、目

的や場面、状況を意識した言語

活動を行うことが重要です。「誰

に」「何のために」という「相手

意識」「目的意識」を子どもにも

たせ、深まりのあるコミュニケ

ーションを図ることができるよ

うにします。 

 

②子どもの考えや気持ちなど

を伝え合う授業 

③目的や場面、状況を意識し

た活動を取り入れた授業 

 
コミュニケーション活動では、

自分の考えや気持ちなどを伝え

合えるようにします。決まった

表現をただ繰り返したり、覚え

たものを発表したりする活動は

コミュニケーション活動とは言

えません。子どもたちの伝えた

いという気持ちを引き出す活動

を取り入れることが重要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-３２- 

 
 
 
  

 

総合的な学習の 
時間 

 「課題設定－情報の収集－情報

の整理・分析－まとめ・表現」

という探究のプロセスがスパイ

ラルに行われていくような探究

的な学習になっているかをチェ

ックします。 

 

 

学校教育目標の実現に向けて、学校として目標と内容を決められるのが総合的な学習

の時間の特色です。「どんな子どもを育てたいのか」を常に意識し、そこから単元や授

業を先生方の手でデザインしていきます。 

 
②探究のプロセスを意識する 

 

広い目をもってカリキュラムを

デザインしましょう。また②の

「学習過程を探究的にすること」

に加え、「他者と協働して主体的

に取り組む学習活動にすること」

という「探究」と「協働」の２

つが深い学びにしていくポイン

トになります。 

 

 

①「こんな子どもを！」という教師の

願いから探究課題・学習材を決める 

③各教科等で育成された資質・能力を

活用・発揮することをイメージする 

 
目の前の子どもの実態に教師の

願いを重ねることで探究課題を

決め、学習材を選定し単元を組

み立てていきましょう。目の前

の子どもにフィットした学習活

動は、子どもが没頭する姿を生

み出します。 

 
 
 
  

 

道 徳 

 子ども達が問題意識をもち、主

体的に考え、話し合うことがで

きるように、「発問の工夫」「表

現活動の工夫」「板書を生かす工

夫」など、適切な指導方法を選

択し、工夫して生かしていくよ

うにします。その際、指導方法

が目的にならないように気を付

けます。 

 

道徳的諸価値の理解を基に自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的 

に考え、自己の（人間としての）生き方についての考えを深めることができるよう 

な授業を目指します。 

 
②ねらいにせまるための指導

方法の工夫 

単なる生活体験の話合いをしたり、

内容項目そのものを教え込んだり、

主体性をもたずに言われるままに行

動するよう指導したりすることとな

らないよう留意し、道徳的な問題を

自分事として捉え議論し探究する過

程を重視し、道徳的価値に関わる自

分の考え方、感じ方をより深める授

業となるようにします。 

 

①年間指導計画に基づく授業 

 

③道徳的価値の自覚及び自己の生き

方についての考えを深める授業 

 
年間指導計画の作成に当たって

は、各学年段階の内容項目を全

て取り上げます。その計画に基

づいて授業を行うことが大切で

す。また、学校の道徳教育の重

点目標を踏まえ、重点的に指導

しようとする内容項目について

の扱いを工夫するなど、計画的

に指導ができるようにします。 

 

 
 
 
  

 

特別活動 

 学級や学校の生活をよりよくす

るために課題を見いだし、多様

性を生かした折り合いをつける

話合いを通して合意形成し、役

割を分担して全員で実践します。

また、学級での話合いを生か

し、自己の課題の解決や将来の

生き方を描くために意思決定し

たことを個人で実践します。 

 

よりよい人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てます。子どもの主 

体性を生かした活動を通して、育成を目指す資質・能力の視点である「人間関係 

形成」「自己実現」「社会参画（学級や学校を自分たちでつくる）」の力を高めます。 

 
②集団での合意形成、自己の

意思決定を実践する 

集団の中で自分のよさを生かす

「個が生きる集団活動」を継続す

るために、子どもの多様なよさや

努力の過程を認め、励まします。

「なすことによって学ぶ」特別活

動は、「キャリア在り方生き方教

育」の要の役割を果たし、自尊感

情や規範意識、人と関わる力等を

高めます。 

 

①子どもの活動の姿を具体的

にイメージする 

③「話合い→決定→準備→実

践→振り返り」を継続する 

 
育てたい資質・能力をもとに、

目指す子どもの具体的な姿（活

動や態度）をイメージします。

初めに「子どもを信じて任せる

こと」を考え、次に指導・助言

の内容、方法、タイミングを考

えていきます。実践を積み重ね

ると任せることが増えていきま

す。 
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健康教育 

 生涯にわたって、健康で安全

な生活や、健全な食生活を送

ることができるよう、必要な

情報を自ら収集し、適切な意

思決定や行動選択を行うこと

ができる力を、子どもたち一

人一人に育むことが強く求め

られています。 

 

学齢期に直面する健康課題へ対処する能力と、これからを健康に生きるための能力を

育成します。子ども達が健康課題を自分のこととして捉え、学習したことを生活の中

で実践できるようにするための工夫が大切です。 

 
②健康教育を通じて身に付け

させたい力 

集団の場面で必要な指導や援助を

行うガイダンスと、一人一人が抱

える課題に対して個別に対応した

指導を行うカウンセリングの双方

の観点から、学校の教育活動全体

で共通理解を図り、家庭の理解を

得ることに配慮し、関連する教科

等において発達の段階を考慮して

指導することが重要です。 

 

①健康の保持増進に関する 

指導のねらい 

③みんなでつくる健康教育 

 

学校生活はもちろんのこと、家

庭や地域社会における日常生活

においても、児童生徒が積極的

に心身の健康の保持増進を図っ

ていく資質や能力を身に付け、

生涯を通じて健康で活力ある生

活を送るための基礎を培うこと

をねらいとしています。 

＝義務教育の先を見通して＝ 

 
義務教育を終えた生徒は、次の過程で、自らの視野を広げ、進路を具体化していかなければなりませ

ん。その時に、小・中学校で育成された社会的・職業的自立に必要な能力や態度を、専門分野の学修等

を通じて、伸長・深化させていくことになります。そのためにも、義務教育を終える段階で身に付けて

おくべき力は何であるかを明確にしながら、地域や社会と関わり、様々な職業に出会い、社会的・職業

的自立に向けた学びを積み重ねていくことが重要です。 

 子どもたちが大人になった時、自分自身に責任をもち、社会の一員として積極的・主体的に生きて

いけるよう、キャリア在り方生き方教育等を通して、計画的・系統的・継続的に必要な能力や態度を

育てることが求められています。 

 

 
 
 
  

 

国際教育 

 日本語指導が必要な児童生徒へ

の支援・指導の充実が求められ

ています。日常会話だけでなく

学習言語にも目を向け、一人一

人の実態に応じた計画的な支援

や指導の実施が大切です。学校

全体での支援体制充実に向けた

検討も必要です。 

 

グローバル化が進み「国際社会において、地球的視野に立って主体的に行動するために必

要と考えられる態度・能力の基礎を育成するための教育」がより一層大切になっています。ま

た、日本語指導が必要な児童生徒への指導・支援体制の充実も求められています。 

 

②特別の教育課程の編成・実

施を通した日本語指導の充実 

 
異なるものに目を向け、理解し尊

重していく力を学校生活全体で育

成していきます。また、多様な関

わりの中で、異文化を理解するだ

けでなく、自分がどのように考え

行動していくかという、違いを豊

かさとして生かす多文化共生の力

を育むことを目指していきます。 

①国際性を意識した資質・能

力の育成を 

 

③教室を「異文化理解」「多文

化共生」の力を育む場に 

 
「受容や共生」「自己の確立」

「主体的に行動する力」の国際

教育の視点は、学校が育成を目

指す資質・能力と重なる点が多

くあります。教科等の学習を含

めた学校教育活動全体で、国際

性を意識した取り組みを進める

ことが大切です。 

 



 「指導案は各教科等や学校の実態に応じて作成」するため、授業者の

思いや授業展開等を分かりやすく示すことを踏まえ、各教科等や各学

校の研究で常に改善されています。しかし「ここはまず押さえる」とい

う点は、各教科等に共通するものがあります。指導案作成や、指導案検

討時等にこれらの視点を生かすことは授業改善につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③で示した「学習活動」「学習課題」は各教科等に応じて様々な形

があり、「本時目標の実現のため」に計画します。それは「本時目標」を

実現した姿である「本時の評価規準」を踏まえて考える、ということ

になります。この「本時目標」は単元等を見通して②のように「単元

（題材）目標」の実現に向けて考えます。新学習指導要領ではこの単

元等のまとまりで「主体的・対話的で深い学び」を考えるように示し

ています。そして①のように単元（題材）目標は年間指導計画に基づ

き、各教科等の目標や各学校で育成を目指す資質・能力を示した学校

教育目標等の実現につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指導案から考える授業改善 

① 学校教育目標等 

各学校で育成を目指す資質・能力 

ＣＳ 各教科等の目標・学年目標 

年間指導計画 

単元（題材）目標 

② 単元（題材）目標 

１時間目 本時目標 見通し 

単
元
題
材
等
の
ま
と
ま
り
を
見
通
し
て
、

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の 

実
現
に
向
け
た
授
業
改
善 

２時間目 本時目標 

・ 
・ 
・ 

６時間目 本時目標 

振り返り ７時間目 本時目標 

③ ６時間目 本時目標 

学習活動等       支援等 

 

 

・学習活動 

 

 

 

学習課題 

評価規準 
評価規準を実現した 

子どもの姿 

①②③に即してチェックポイントの

例を示します。 

 

① 

○年間指導計画に基づいて設定する

単元（題材）目標等は、各学校で

育成を目指す資質・能力の実現や、

各教科等の目標の実現に向かって

いるか。 

 

② 

○単元（題材）目標等の実現に向け、

各時間の本時目標が適切に設定さ

れているとともに、その評価規準

は、本時目標を実現した姿を示し

ているか。 

○「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善の視点を生

かした計画が立てられているか。        

等 

 

③ 

○本時目標と本時の評価規準は整合

性が取れているか（本時目標が学

習状況として実現されている状態

が評価規準）。 

○そのような姿になるように本時の

課題や学習活動が設定されている

か。 

○時間内で可能な計画となっている

か。 

○子どもの実態に応じた計画になっ

ているか。 

○支援等は具体的になっているか。    

等 
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 各学校では、日々の授業の積み重ねを大切にしながら、授業公開等

を通して校内研究に取り組まれています。また、各研究会・研究部会

でも理論研究と実践研究を両輪とし、授業公開等を通して研究を推進

しています。この「授業研究」については「答申」に右のように示さ

れています。 

これまでの授業研究が、今授業を行っている先生方の授業に生かさ

れ、今行っている研究が、これからの川崎の教育に生かされていきま

す。そのため授業研究も新学習指導要領の理念に対応していく必要が

あります。「答申」には次のような記述もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

授業研究が川崎の先生方の授業改善に不可欠であることは言うまで

もありません。校内や各研究会での授業研究もこれらを踏まえて行う

と、より効果的と言えます。さらに次のような視点が考えられます。 
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３ 授業研究から考える授業改善 

一方で、こうした工夫や改善の意義について十分に理解されない

と、例えば、学習活動を子供の自主性のみに委ね、学習成果につ

ながらない「活動あって学びなし」と批判される授業に陥ったり、特

定の教育方法にこだわるあまり、指導の型をなぞるだけで意味の

ある学びにつながらない授業になってしまったりという恐れも指

摘されている。            「答申」第７章 

＝ねらいの明確化＝ 

○学校教育目標等で示している「育成を目指す資質・能力」の実現

に向けた研究主題、研究の視点、研究協議等になっているか 

○研究の進捗状況や子どもの実態等に応じた研究の視点は明らかか 等 

＝よりよい手立て＝ 

○研究の視点や子どもの実態を踏まえた授業が

計画されているか 

○年間指導計画に基づき、単元（題材）のまとま

りを見通して「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業が計画されているか 

○研究協議では、単元（題材）のまとまりや教

科横断的な視点を踏まえているか 

○活動の活発さのみを見るのではなく、ねらい

の実現に向けた学習活動の実現という視点で

見ているか  等 

我が国では、教員がお互いの授業を

検討しながら学び合い、改善してい

く「授業研究」が日常的に行われ、

国際的にも高い評価を受けており、

子供が興味や関心を抱くような身近

な題材を取り上げて、学習への主体

性を引き出したり、相互に対話しな

がら多様な考え方に気付かせたりす

るための工夫や改善が続けられてき

ている。こうした「授業研究」の成

果は、日本の学校教育の質を支える

貴重な財産である。 

「答申」 第７章 

一方で、授業研究の対象が一回一回

の授業における指導方法という狭い

範囲にとどまりがちであり、単元や

題材のまとまりを見通した指導の在

り方や、教科等横断的な視点から内

容や教材の改善を図っていく視点が

弱いのではないかとの指摘もあると

ころである。特に、教科担任制とな

る中学校・高等学校となるにつれ、

教科等の枠を越えて教育課程全体を

見渡した視点で校内研修を行うこと

が少なくなるのではないかとの指摘

もある。   「答申」 第10章 

＝子どもの把握＝ 

○育成を目指す資質・能力や単元（題材）目標に対して、子どもの

実態をどのように把握するか、また適切な把握が行われているか 

○これまでの研究を踏まえ、子どもの成長をどのように見取るか 等 

新学習指導要領で示された「主体

的・対話的で深い学び」の視点か

らの授業改善は、「資質・能力の

育成」のために行います。研究協

議では、各学校の実態に応じて、

協議の視点を明らかにして、全教

職員の共通理解の下、校内研究を

進める必要がありますね。 



 授業改善は常に行われる必要がありますが、「学び続ける教師」であ

るためには、どのようなことを意識するとよいでしょうか。総合教育セ

ンターで行われる各種研修会等の「振り返りカード」の記載や、カリキ

ュラムセンター指導主事が感じている「求められる教師像」等をもとに

いくつか示します。ぜひ参考にしてください。 

 

◎常に変化することを意識する。社会の変化に対応できる子どもを育

てるには、教師自身も変化を前向きに捉える必要がある。 

◎型にはまるのではなく、常に授業改善の視点をもち続ける。授業をよ

りよくしようと努力する教師の姿こそ、子どもたちを成長させる。 

◎学校や学年等、「チーム」の取組に向けて一人一人が考え判断する。 

◎「子どもの立場」「子どもの目線」で考えることを大切にする。 

・子どもの成長に合わせる。「一番困っている子」をイメージして、発

達段階や地域の実態等を踏まえて、「誰もが成長できるようにする」

ことを常に意識する。 

・50 インチのテレビに資料等を映す場合があるが、後ろの席の子ども

がよく見えないこともある。何を見せるために 50 インチのテレビを

使うのかを考えてから資料等を準備する。 

・本当はみんなと違う考えでも、その「違う考え」を安心して言えない

子がいる。一人一人の多様な考えこそ大切にしたいし、「多様性」を

認めることは「かわさきパラムーブメント」の推進につながる。 

・子ども自身が各教科等を学ぶ意義を考えられるようにするためには、

まずは教師が考えておかなければならない。同じように、どのような

授業でも「まずは教師が子どもになりきって考えてみる、やってみる」

ことが必要である。例えば技術・家庭科の授業で製作する教材を決め

る時は、実際に教師が作って判断することが大切。教師自らが製作す

ることで指導時間や子どもがつまずくポイント、必要な工具や道具

等、いろいろなことに気付くことができる。 

・授業者自身が「参加したい」と思える授業になっているか。授業者自

身が考える「この学び（この教科等、この活動等）の楽しさ」を子ど

もたちが味わえるようになっているか、という点を常に意識したい。 

・授業の進行が「一部の挙手する子」が中心となってしまいがちになる。

教師の発問に対して反応が早い子はすぐに挙手できるが、考えがま

とまらず時間がかかる子もいる。そんな中、挙手した子どもをすぐに

指名して発言させると、その子たちのみで授業が進んでしまうこと

がある。考える時間や書く時間等をクラス全員に保障する等の手立

てが必要である。 

・子どもの「なぜ？」「どのように？」「やってみたい！」といった思い

を大切にする授業づくりを行いたい。そうなるための「仕掛け」「場

の設定」「活動」の工夫こそ、腕の見せどころ。もちろん「ねらいの

実現」に向けて行うことが前提となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 授業改善に向けてまずは一人一人が 
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私自身も、それまで行ってきたこ

とが、新年度に受けもつ子どもた

ちには通用しない、ということが

何度もありました。学校を異動す

ると、地域の違い等もあり、これ

までと同じようにはいかない、と

いうこともあります。やはり「目

の前の子ども」の実態に合わせて

手立てを考えることが大切ですね。

その手立ての結果、子どもの様子

はどうなのか、しっかりと見極

め、判断し、次の手立てを考える

ことが必要ですね。 

これまで行ってきたことが、次の年

はうまくいかない、ということがあ

ります。 

場の設定はとても重要ですね。全

ての教科等で考えられるのですが、

子どもたちが主体的に学習に取り

組んでいる、楽しみながら意欲的

に取り組んでいる、という時は、

どのようなことを行っている時で

しょうか。また、どのような準備

をした時でしょうか。ねらいの実

現に向けて、子どもたちの実態か

ら、場の設定や学習活動を工夫す

ることはとても大切ですね。 

体育の授業を行う時は、場の設定

を意識しています。子どもたちが

「やりたい！」「楽しそう！」と思

えるように、先輩に教わりながら

考えています。 
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室   長  鈴木 克彦 

担 当 課 長  辰口 直美   行川 博幸 

課 長 補 佐  本多 和子 

指 導 主 事  伊藤 悦子   鵜木 朋和   宮嶋 俊哲   永田 賢   石井 芳宏 

 千葉 葉子   岩崎 知美   望月 隆    中尾 由美子 中野 正明 

伊藤 敏明   鬼頭 洋司   水之江 忠   高橋 徹   米倉 雅実 

福岡 弘行   木村 めぐみ 

本冊子は「新学習指導要領に基づく授業改善の手立て」というタイトルです。カリキュラムセンター

では、拡大要請訪問や各校への訪問、アンケートや各研修等を通して、現場の先生方の声を踏まえた上

で「授業改善のための手立て」について研究し、その成果として本冊子を作成しました。では、本冊子

で示した「授業改善の手立て」は全く新しいものでしょうか。実は「これまでも大切にしてきているこ

と」を視点や言葉を変えて伝えている、とも言えます。「答申」には次の記述があります。 

 

「内閣府の調査によれば、子供たちの９割以上が学校生活を楽しいと感じ、保護者の８割は総合的に見

て学校に満足している。こうした現状は、各学校において、学習指導要領等に基づく真摯な取組が重ね

られてきたことの成果であると考えられる。」（「答申」第１章） 

 

日々の先生方の地道で真摯な取組こそが子どもたちのよりよい成長につながっている、と感じていま

す。そのような素晴らしい取組や考え方を川崎の先生方が共有し、継承していくことは、これまでも、

そしてこれからも求められていることです。その「授業改善の手立ての考え方」をまとめたのが本冊子

です。本冊子を見て、ベテランの先生方にとっては「これは以前から大切にしている」というところも

多くあるかと思いますが、それを「継承していく」ことも新学習指導要領で求められているところです。

学習指導要領改訂を、「授業改善のチャンス」「経験や知見の継承のチャンス」と捉え、「授業改善し続け

る」ために、本冊子をご活用いただけたら幸いに存じます。 

本冊子作成にご協力いただきました各学校の校長先生、教職員の皆様にこの場を借りて御礼申しあげ

ます。ありがとうございました。 



 
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
授
業
改
善
の
手
立
て 

 

川
崎
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
セ
ン
タ
ー 

 

川崎市立       学校 


